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五　

審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
の
変
様

４　

公
正
原
理
と
審
尋
請
求
権
法
理
と
の
有
機
的
結
合
関
係

　

O
thm

ar Jauernig
は
自
ら
のLehrbuch

の
中
で
、「
審
尋
請
求
権
は
、
手
続
に
関
与
す
る
当
事
者
に
公
正
な
手
続
を
保
障
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
請
求
権
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
続
に
お
け
る
一
般
手
続
基
本
権
と
し
て
、
法
治
国
家
原
理
に
基
づ
き
、
基

本
法
二
条
一
項
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
言
明
す
る(1)

。

　

そ
も
そ
も
、「
公
正
な
手
続
（faires Verfahren

）」
の
観
念
は
、
そ
の
起
源
を
遡
る
と
、
ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
法
に
由
来
し
、
そ

の
実
体
は
、
関
係
当
事
者
間
の
手
続
的
正
義（Verfahrensgerechtigkeit

）
を
核
心
と
す
る
手
続
原
理（
法
原
理
）
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
審
尋
請
求
権
と
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
持
ち
、
そ
の
考
慮
の
際
に
必
然
的
に
含
意
さ
れ
る
も
の
で
あ
る(2)

。

　

今
日
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
そ
れ
ら
へ
の
関
心
か
ら
、
手
続
一
般
に
、
そ
の
個
別
的
・
具
体
的
行
使
の
際
の
、
正
・
不
正
の
合
理

性
規
準
の
問
題
は
、「
正
義
」
を
規
準
と
す
る
価
値
判
断
の
か
ら
ん
だ
実
践
的
議
論
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

人
々
が
、
実
定
法
の
内
容
・
実
現
に
つ
い
て
、
正
義
・
不
正
義
を
論
じ
る
場
合
、
そ
の
議
論
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
、
適
法
的
正
義
、

形
式
的
正
義
、
実
質
的
正
義
に
区
分
さ
れ
る
が
、
と
く
に
、
法
に
よ
る
正
義
の
実
現
に
関
し
て
は
、
衡
平
（equity

）
と
手
続
的
正

義
と
い
う
二
つ
の
観
念
が
見
い
だ
さ
れ
る(3)

。
手
続
的
正
義
の
観
念
が
、
実
質
的
正
義
に
関
す
る
具
体
的
要
求
に
公
正
な
手
続
に
の
っ

と
っ
て
公
平
な
配
慮
を
払
う
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
衡
平
の
観
念
は
、
実
定
法
的
基
準
の
忠
実
な
適
用
と
い
う

要
請
に
抗
し
て
、
実
質
的
正
義
原
理
へ
の
配
慮
を
強
く
要
請
す
る
も
の
で
あ
る(4)

。

　

最
近
の
正
義
論
の
変
容
と
し
て
、
実
質
的
正
義
原
理
自
体
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
合
理
的
な
議
論
手
続
の
構
造
化
な
い
し
制
度
化
と
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い
う
観
点
か
ら
も
、
手
続
的
正
義
が
、
実
質
的
正
義
と
は
異
な
る
独
自
の
意
義
を
も
つ
観
念
と
し
て
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
の
で
あ
る(5)

。

　

田
中
成
明
教
授
は
、
こ
う
し
た
正
義
論
の
動
向
と
関
連
す
る
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
保
障
論
の
新
た
な
展
開
に
つ
い

て
、「
一
定
の
手
続
過
程
か
ら
生
じ
る
結
果
の
内
容
的
正
当
性
だ
け
で
な
く
、
公
正
な
手
続
過
程
の
制
度
的
保
障
が
も
つ
独
自
の
正

当
化
機
能
に
も
然
る
べ
き
位
置
づ
け
を
与
え
る
必
要
が
生
じ
て
き
て
い
る
」
と
言
明
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
要
請
に
つ
い
て
、

手
続
過
程
の
価
値
を
、
結
果
志
向
型
か
ら
、
そ
れ
自
体
を
独
自
の
価
値
と
し
て
遵
守
し
尊
重
さ
れ
る
べ
き
方
向
（「
手
続
（
過
程
）

志
向
型
」）
へ
の
転
換
を
意
味
し
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
適
切
な
方
向
を
め
ざ
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の

と
お
り
付
言
す
る
。

そ
れ
故
、
手
続
保
障
を
自
己
目
的
化
し
て
、
内
容
の
問
題
を
全
面
的
に
手
続
の
問
題
に
転
換
し
て
し
ま
う
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ

り
、
手
続
保
障
は
、
判
決
の
正
当
性
の
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
、
十
分
条
件
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
判
決
の
正
当
化
機
能
の

作
用
条
件
や
限
界
は
、
手
続
保
障
が
弁
論
の
活
性
化
を
通
し
て
内
容
的
に
よ
り
正
し
い
判
決
の
追
求
を
促
進
す
る
と
い
う
機

能
と
も
有
機
的
に
関
連
づ
け
て
統
合
的
に
見
定
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
田
中
成
明
『
現
代
法
理
論
』（
有
斐
閣
ブ
ッ
ク
ス
、

一
九
八
四
年
）
二
七
八
頁
）。

　

要
す
る
に
、
手
続
的
正
義
や
手
続
保
障
の
内
的
構
成
に
お
い
て
、
内
容
の
問
題
を
手
続
の
問
題
に
転
換
す
る
の
で
は
な
く
、
自
立

的
な
議
論
主
体
の
相
互
作
用
的
活
動
に
よ
っ
て
手
続
の
問
題
と
内
容
の
問
題
と
を
動
態
的
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
つ
な
が
っ

て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と(6)

。

　

実
際
に
、
手
続
的
正
義
は
、「
各
当
事
者
に
手
続
に
つ
い
て
公
正
な
告
知
を
す
る
こ
と
、
当
事
者
双
方
の
論
拠
と
証
拠
を
聴
取
す

る
こ
と
、
相
手
方
当
事
者
の
論
拠
と
証
拠
に
抗
弁
す
る
公
正
な
機
会
を
与
え
る
こ
と
」
な
ど
に
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き(7)

、
そ
の
う
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ち
、
聴
聞
及
び
抗
弁
（
意
見
表
明
権
）
は
審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
の
核
心
部
分
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
内
容
の
公
正
も
含
め
、

手
続
に
関
す
る
公
正
な
告
知
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
情
報
提
供
を
起
点
と
し
た
審
尋
請
求
権
の
実
質
的
保
障
へ
と
導
く
こ
と

に
な
る(8)

。

　

こ
の
よ
う
に
、
手
続
的
正
義
の
観
念
は
、
手
続
結
果
の
内
容
も
含
め
、
審
尋
請
求
権
保
障
の
実
効
性
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す

の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
手
続
的
正
義
を
根
源
と
す
る
公
正
な
手
続
の
要
請
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
芦
部
信
喜
教
授(9)

や
三
ケ
月
章
教

授(10)

に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
の
展
開
と
し
て
、
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
正
手
続
請
求
権
論
を
紹
介
さ
れ
、
わ
が
国
の
憲

法
三
二
条
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
の
保
障
内
容
に
、「
公
正
な
手
続
を
求
め
る
権
利
」
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
提
唱
さ
れ
た(11)

。
こ

う
し
た
背
景
に
、
中
野
教
授
は
、
民
事
執
行
法
上
の
決
定
に
関
す
る
高
裁
判
例
の
対
立
・
不
統
一
の
状
況
を
採
り
上
げ
、
そ
の
原
因

に
、
立
法
上
の
不
備
で
は
な
く
、
一
般
的
解
釈
論
の
規
準
の
不
明
確
性
に
あ
る
と
指
摘
し
、
解
釈
上
の
補
充
的
操
作
と
し
て
、｢

公

正
な
手
続
を
求
め
る
権
利｣

と
採
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
憲
法
上
、
こ
の
権
利
に
関
す
る
明
確
な
規
定
が
な
い
た
め
、
解
釈
に
よ
り
、
法
の
下
の

平
等
（
一
四
条
）
や
法
律
に
よ
る
裁
判
の
原
則
（
三
一
条
）
な
ど
に
基
礎
づ
け
、
憲
法
三
二
条
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
包
摂
さ
れ

る
原
理
で
あ
る
と
し
て
い
る(12)

。

　

ま
た
、
昭
和
五
四
年
九
月
二
一
日
に
発
効
さ
れ
た
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
を
採
り
上
げ
、
同
一
四
条
一

項
の
批
准
を
受
け
、
憲
法
三
二
条
と
の
一
体
的
解
釈
の
下
に
、「
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
公
正
な
公
開
審
理
を
受
け
る
権
利
」
は
当

然
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
帰
結
し
て
い
る
。
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因
み
に
、
審
尋
請
求
権
論
を
説
き
進
め
る
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
「
公
正
」
原
理
（D

er G
rundsatz des fairen Verfahrens

）

を
手
続
法
上
の
基
本
原
則
（prozessuale G

enaralklausel

）
と
し
、
か
つ
、
一
般
的
手
続
基
本
権
（allgem

aines Proze-

ssgrundrecht

）
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
通
説
的
見
解(13)

）。

　

そ
も
そ
も
、「
公
正
」
原
理
の
起
源
は
、
一
九
五
三
年
九
月
三
日
に
施
行
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
保
護
規
約
に
遡
り
、
そ
の

六
条
一
項
（
民
事
事
件
に
お
け
る
実
効
的
か
つ
公
正
な
権
利
保
護
手
続
の
保
障
（G

ew
ährleistung eines effektiven und fairen 

R
echtsschutzverfahrens

））
は
、
手
続
関
係
人
へ
の
実
質
的
な
手
続
保
障
を
要
請
し
て
い
る(14)

。

　

現
実
に
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、「
公
正
な
手
続
を
求
め
る
権
利
（D

er A
nspruch 

auf ein faires Verfahren

）」
を
基
礎
と
す
る
判
示
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る(15)

。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
学
説
上
は
、
と
く
に
、
民

訴
法
の
領
域
で
は
、
一
九
八
〇
年
以
後
に
い
た
る
ま
で
、
殆
ど
こ
の
議
論
は
採
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た(16)

。

　

そ
う
し
た
状
况
の
中
で
、M

ax Vollkom
m

er

は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例（B

VerfG
46, 202[210]

）を
引
用
し
、「
公

正
手
続
請
求
権
」
を
、
法
治
国
家
手
続
の
根
本
原
則
（w

esentlichen G
rundsätzen eines rechtsstaatlichen Verfahrens

）
と
位

置
づ
け
、「
不
文
の
ド
イ
ツ
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
（die ungeschriebene deutsche due process-K

lausel

）」
で
あ
る
と
立

言
す
る
こ
と
に
な
る(17)

。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
司
法
機
関
の
義
務
に
つ
き
る
単
な
る
形
式
的
請
求
権
な
の
で
は
な
く
、
具
体
的

な
個
別
的
事
案
に
お
け
る
手
続
的
正
義
の
実
現
を
命
じ
る
実
質
的
内
容
に
関
わ
る
請
求
権
で
あ
る
」
と
し(18)

、
他
の
手
続
基
本
権
と
の

関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
凌
駕
す
る
上
位
概
念
と
説
く(19)

。

　

そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
基
本
法
は
、
実
質
的
法
治
国
家
及
び
社
会
国
家
の
理
念
を
基
礎
と
し
、
不
公
正
（U

nrecht

）
に
対
す
る
防

御
、
社
会
正
義
及
び
社
会
保
障
の
実
現
を
目
的
と
し
て
お
り
、
一
〇
三
条
一
項
も
ま
た
、
同
様
の
趣
旨
か
ら
、
法
治
国
家
的
公
正
手

続
（R

echtsstaatlich-faires Verfahren (20)

）
を
目
的
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
公
正
手
続
請
求
権
は
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
上
の
解
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明
義
務
の
法
的
構
成
原
理
、
聴
聞
権
の
拡
張
、
恣
意
の
禁
止
の
支
柱
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
審
尋
請
求
権
法
理
と
の
融
合
を
例
と

し
て
、
審
理
過
程
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
出
訴
権
（ein R

echt auf Zugang zum
 G

ericht

）
の
問
題
も
含
め
た
、
全
て
の
手
続
過

程
に
お
け
る
問
題
の
解
決
へ
と
導
く
法
原
理
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と(21)

。

　

確
か
に
、
こ
の
見
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、「
公
正
」
原
理
と
の
有
機
的
な
結
合
関
係
に
よ
っ
て
、
審
尋
請
求
権
も
ま
た
、
そ
の
実

質
的
な
保
障
の
実
現
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

最
終
的
に
、Vollkom

m
er

説
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
を
公
正
手
続
請
求
権
の
法
源
と
し
、
審
尋
請
求
権
や
そ
の
他
の
手
続

基
本
権
を
凌
駕
す
る
上
位
概
念
（
手
続
基
本
権
の
一
般
規
定
）
と
位
置
づ
け
、
同
規
定
を
包
括
的
、
一
般
的
な
権
利
保
護
基
本
権

（um
fassenden allgem

einen R
echtsschutz grundrecht

）
と
帰
結
す
る
。

　

思
う
に
、
こ
のVollkom

m
er

説
の
根
源
に
は
、「
手
続
の
一
般
的
正
義
（allgem

eine Verfahrensgerechtigkeit

）」
を
憲
法
上

の
命
令
（Verfassungs befehl

）
と
し
て
位
置
づ
け
るPeter Lerche

の
主
張
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る(22)

。

　

Lerche

は
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
従
来
の
歴
史
的
・
孤
立
的
な
観
方
と
は
対
象
的
に
、「
効
果
的
な
権
利
保
護
（effektiven 

R
echtsschutzes

）」
の
観
点
か
ら
、
審
尋
請
求
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
と
の
内
的
一
体
性
に
着
目
し
た(23)

。

　

す
な
わ
ち
、
審
尋
請
求
権
の
根
拠
と
内
容
に
つ
い
て
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
や
他
の
訴
訟
に
関
す
る
憲
法
上
の
規
範
に
沈
澱
し

て
い
っ
た
憲
法
政
策
上
の
試
み
や
成
果
の
歴
史
か
ら
把
握
し
て
き
た
従
来
の
立
場
を
批
判
し
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
直
接
的
拘
束

力
の
あ
る
憲
法
上
の
命
題
と
し
て
、「
手
続
の
一
般
的
正
義
」
の
概
念
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

　

敷
衍
す
れ
ば
、
基
本
法
一
九
条
四
項
が
保
障
す
る
『
出
訴
』
を
、
一
方
で
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
趣
旨
で
あ
る
効
果
的
な
訴

訟
の
追
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
端
緒
と
捉
え
、
他
方
で
、
一
九
条
四
項
に
内
在
す
る
手
続
的
正
義
は
、
そ
の
後
の
手
続
に
終
始
要

請
さ
れ
る
こ
と
で
、
両
条
は
再
び
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
そ
の
一
体
的
保
障
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
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る(24)

。

　

実
際
に
、Lerche

が
提
唱
し
た
こ
の
「
効
果
的
な
権
利
保
護
の
要
請
」、
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
潜
む
「
手
続
の
一
般
的
正
義
」

の
観
念
は
、
ド
イ
ツ
で
展
開
さ
れ
た
訴
権
論
（
司
法
行
為
請
求
権
説(25)

・
権
利
保
護
請
求
権
説
）
と
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
も
つ
こ
と

に
な
る
。

　

ま
ず
、
司
法
行
為
請
求
権
説
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
権
利
保
護
の
内
実
に
つ
い
て
、
従
来
の
単
な
る｢

裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を

求
め
る
権
利｣

と
捉
え
る
立
場
か
ら
、「
実
効
的
か
つ
時
宣
を
得
た
裁
判
的
保
護
求
め
る
権
利
、
そ
し
て
、
当
事
者
間
の
武
器
平
等

を
含
む
公
正
手
続
を
求
め
る
権
利｣

へ
と
変
容
し
て
い
る(26)

。

　

ま
た
、
権
利
保
護
請
求
権
説
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、「
有
利
な
判
決
を
求
め
る
主
観
的
公
権
と
し
て
の
権
利
保
護
請
求
権
」
は
、

国
家
の
裁
判
活
動
、
特
に
民
事
訴
訟
の
領
域
に
お
い
て
は
、
手
続
的
正
義
の
一
般
原
則
が
憲
法
上
の
共
通
で
あ
り
個
人
の
命
題
と
し

て
描
き
出
さ
れ
て
い
る(27)

　

こ
れ
ら
の
展
開
も
踏
ま
え
、Lerche

の
主
張
がVollkom

m
er

説
に
も
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
権
利
保
護
の
憲
法
的
保
障
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
公
正
手
続
請
求
権
に
つ
い
て
、D

ieter Leipold

は
、
審
尋
請
求
権
と
の

関
係
を
、Vollkom

m
er

説
と
は
別
の
視
点
か
ら
捉
え
、
次
の
よ
う
に
言
明
し
て
い
る
。

公
正
な
手
続
を
求
め
る
権
利
の
保
障
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
、
或
い
は
孤
独
な
裁
判
官
の
作
業
を
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当

事
者
と
裁
判
所
と
の
間
の
最
善
の
意
見
交
換
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
（Stein/Jonas/D

ieter Leipold, K
om

m
entar zur 

Zivilprozeßordnung, B
d. 3, 22. A

ufl., vor §128 B

Ⅱ, R
dnr. 13

）

　

す
な
わ
ち
、Leipold

は
、「
公
正
手
続
請
求
権
」
の
保
障
の
効
果
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
内
容
に
関
す
る
従
来
の
形
式
的

な
解
釈
を
凌
駕
し
、
単
な
る
意
見
表
明
権
の
保
障
を
超
え
た
、
む
し
ろ
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
意
味
の
深
い
実
効
的
な
保
障
が
要
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請
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

具
体
的
に
は
、
裁
判
所
が
裁
量
的
に
手
続
を
形
成
で
き
る
局
面
に
お
い
て
は
、
特
に
、
当
事
者
の
利
益
を
守
る
方
向
で
の
裁
量

権
行
使
を
義
務
づ
け
る
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
。
そ
し
て
、Leipold

は
、
こ
の
よ
う
な
効
果
か
ら
、
公
正
手
続

請
求
権
を
「
手
続
法
上
の
裁
量
権
行
使
の
憲
法
的
指
導
基
準(28)

」（verfassungsrechtliche Leitlinie für die verfahrensrechtliche 

Erm
essensausübung

）
と
定
義
づ
け
、
ま
た
、
審
尋
請
求
権
を
公
正
手
続
請
求
権
に
よ
っ
て
鋳
造
（A

usprägung

）
さ
れ
た
最
も

重
要
な
権
利
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

結
果
と
し
て
、Leipold
説
も
ま
た
、Vollkom

m
er

と
同
様
に
、
両
原
理
の
有
機
的
関
係
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
必
然
性
を
強
調

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
両
見
解
と
も
、Lerche

が
主
張
す
る
両
原
理
の
有
機
的
結
合
関
係
を
前
提
と
す
る
適
正
効
果
（O

ptim
alen 

W
irksam

keit (29)

）
と
い
う
方
向
性
を
支
持
す
る
点
で
一
致
し
て
お
り
、
公
正
手
続
請
求
権
は
、
審
尋
請
求
権
の
最
適
保
障
（optim

ale 

G
ew

ährung

）
に
向
け
ら
れ
た
構
成
原
理
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
説
は
、
形
式
的
で
な
い
実
質
的
な
フ
ェ
ア
ネ
ス
を
そ

の
本
質
内
容
と
捉
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、両
説
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
る
が
、私
は
、審
尋
請
求
権
と
の
融
合
形
成
の
違
い
に
拠
る
も
の
と
考
え
る
。

　

公
正
手
続
請
求
権
を
既
存
の
上
位
概
念
と
位
置
づ
け
、
包
括
的
、
一
般
的
な
権
利
保
護
基
本
権
と
す
るVollkom

m
er

説
に
対
し
、

Leipold

説
は
、
審
尋
請
求
権
の
展
開
、
す
な
わ
ち
、
同
権
利
に
内
在
す
る
原
理
で
あ
り
、
そ
の
融
合
を
必
然
的
な
も
の
と
捉
え
て

い
る
。
従
っ
て
、
両
原
理
の
融
合
の
度
合
い
の
点
で
は
、Leipold

説
の
ほ
う
が
、
そ
の
結
び
つ
き
が
よ
り
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

私
見
と
し
て
は
、Leipold

説
を
首
肯
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
両
原
理
の
結
び
つ
き
を
よ
り
強
固
に
捉
え
る
こ
と
で
、Fritz 

B
aur

の
強
調
す
る
審
尋
請
求
権
概
念
の
不
正
防
止
機
能
を
正
当
化
し
、
ま
た
、
有
紀
説
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
非
訟
事
件
手
続
一
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般
を
対
象
と
す
る
同
原
理
の
内
在
化
論
も
ま
た
、
そ
の
真
正
を
よ
り
強
固
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、K

arl Larenz

が
、「
原
理
は
そ
の
固
有
の
意
味
内
容
を
相
互
的
な
補
充
と
制
限
の
合
奏
の
な
か
で
は
じ
め
て
保

つ
」
と
のC

A
N

A
R

IS

の
立
言
を
引
用
し
、
基
本
法
が
保
障
す
る
法
治
国
家
原
理
の
下
で
の
下
位
原
理
の
有
意
味
的
な
結
び
つ
き
か

ら
「
内
的
体
系
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
各
原
理
の
相
互
的
な
補
充
と
制
限
の
合
奏
か
ら
は
じ
め
て
、
原
理
の
到
達
距
離
と
充
分

な
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
正
鵠
を
得
て
い
る(30)

。

六　

一
般
規
定
（rechtliches G
ehör

）
の
意
義

１　

新
法
（
F 

a 

m 

F 

G
）
の
制
定
過
程(31)

　

新
法
（G

esetz über das Verfahren in Fam
iliensachen und in den A

ngelegenheiten der freiw
illigen G

erichtsbarkeit

＝

Fam
FG

）
の
前
身
で
あ
る
ド
イ
ツ
非
訟
事
件
手
続
法
（G

esetz über die A
ngelegenheiten der freiw

illigen G
erichtsbarkeit

＝

FG
G

）
は
、
一
八
九
八
年
五
月
一
七
日
に
成
立
、
同
月
二
〇
日
に
布
告
さ
れ
、
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
法
律
で
あ

る
。

　

そ
の
内
実
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
（
B 

G 

B
）
や
ド
イ
ツ
商
法
典
（
H 
G 

B
）
の
領
域
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
た
手
続
法
の
大
綱

法
（R

ahm
engesetz

）
に
す
ぎ
ず
、
非
訟
事
件
の
手
続
法
と
し
て
の
完
結
的
な
規
律
を
含
ん
で
い
な
い
。
実
際
に
、
ラ
ン
ト
の

立
法
は
、
F 

G 

G
の
施
行
や
修
正
の
た
め
の
規
定
（
二
〇
〇
条
）
や
一
定
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
異
な
る
手
続
規
定
を
定
め
う
る
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（
一
八
九
条
）
と
規
定
し
て
い
る(32)

。

　

こ
の
よ
う
な
F 

G 

G
の
改
正
を
目
的
と
し
て
、
連
邦
司
法
省
内
に
F 

G 

G
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
委
員
会
は
一
九
七
二
年
四
月

二
八
日
に
採
択
し
た
草
案
に
対
す
る
各
種
意
見
を
踏
ま
え
、
一
九
七
七
年
一
二
月
に
は
、
最
終
報
告
書
（B

ericht der kom
m

ission 

für das R
echt der freiw

illigen G
erichtsbarkeit (33)

）
を
公
表
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
中
身
は
、
不
完
全
な
う
え
に
官
僚
国
家
的
構
想
に
よ
っ
て
い
る
た
め
、
憲
法
の
要
請
に
応
え
る
解
釈
が
必
要
で
あ

り
、
不
明
瞭
な
状
態
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

実
際
に
、
F 

G 

G
の
総
則
規
定
に
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
保
障
に
つ
い
て
は
具
体
化
さ
れ
ず
、
審
尋
請
求
権
（A

nspruch 

auf rechtliches G
ehör

）
は
、
解
釈
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
状
況
で
あ
っ
た(34)

。

　

も
っ
と
も
、
一
九
七
二
年
四
月
二
八
日
に
可
決
さ
れ
た
草
案
の
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
法
の
欠
缺
」
状
況
に
つ
い
て
、

「
申
立
当
事
者
や
裁
判
官
に
と
っ
て
、
問
題
と
な
る
法
の
規
律
を
見
い
出
す
こ
と
を
困
難
に
す
る
手
続
の
ゆ
き
過
ぎ
た
形
成
や
発
展

へ
と
司
法
を
や
む
な
く
強
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
上
、
法
の
分
散
は
、
裁
判
所
が
法
の
形
成
を
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
方
法
で
行
な
う
と
い
う
危
険
を
自
ら
の
う
ち
に
埋
蔵
す
る
こ
と
に
な
り
、
多
数
の
個
別
的
規
律
は
、
裁
判
所
に
全
体
的
な
関
連
に

つ
い
て
の
理
解
を
遮
る
こ
と
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る(35)

。

　

そ
の
後
、
世
話
法
（B

etreuungsgesetz (36)

）
の
改
正
手
続
に
押
し
や
ら
れ
る
か
た
ち
で
、
F 

G 

G
の
実
質
的
な
改
正
作
業
は
一
旦

中
断
し
た
が
、
よ
う
や
く
、
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
、
連
邦
司
法
大
臣
か
ら
諮
問
が
な
さ
れ
、Ploblem

katalogs

を
基
礎
に
新
た
な

R
eferentenentw

urf

の
策
定
に
向
け
て
の
準
備
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(37)

。

　

そ
の
骨
子
は
、
大
家
庭
裁
判
所
（“großen Fam

iliengerichts ”

）
制
度
の
導
入
、
真
正
争
訟
事
件
手
続
の
F 

G 

G
か
ら
独
立
し

た
手
続
立
法
へ
の
移
管
、
包
括
的
な
総
則
規
定
の
創
設
な
ど
で
あ
っ
た(38)

。
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F 

G 

G
委
員
会
に
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
広
範
囲
な
改
革
を
目
標
と
し
て
、
連
邦
司
法
省
内
に
新
た
な
専
門
作
業
部
会

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(39)

。FG
G

-A
llgem

einer Teil

の
グ
ル
ー
プ
とFam

iliengerichtliche Verfahren

の
専
門
グ
ル
ー
プ
で
あ

る
。

　

作
業
部
会
で
は
、
当
初
、
真
正
争
訟
事
件
の
Z 

P 

O
へ
の
移
管
、
住
居
及
び
そ
の
他
の
財
産
に
関
す
る
手
続
（W

ohnungseigent

um
sverfahren

＝W
EG

-Verfahren

）
及
び
株
式
法
に
基
づ
く
請
求
手
続
を
審
議
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、Problem

katalogs

へ
の

各
ラ
ン
ト
の
提
言
を
踏
ま
え
、
家
事
事
件
手
続
の
主
要
部
分
の
同
化
、W

EG
-verfahren

等
の
排
除(40)

を
新
た
な
課
題
と
し
て
加
え
る

こ
と
に
な
る
。
両
作
業
部
会
は
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
四
月
一
一
日
の
共
同
開
催
を
経
て
、
同
年
一
〇
月
に
は
、
家
事
事
件
及
び

非
訟
事
件
手
続
に
関
す
る
総
則
規
定
のErsten D

iskussionsentw
urf

（eines neuen A
llgem

einen Teils für ein Fam
ilien-und 

Freiw
illige-gerichtsbarkeit-G

esetz (
＝FFG

G
)

）
を
公
表
し
て
お
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
一
九
七
七
年
に
公
表
さ
れ
た
第
一

次
改
正
草
案
（B

ericht der kom
m

ission für das R
echt der freiw

illigen G
erichtsbarkeit

）
の
骨
子
を
範
と
し
て
い
る
。
そ
の

構
成
は
九
三
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
及
び
、
関
係
人
概
念
（eine B

eteiligtendefinition

）
及
び
関
係
人
へ
の
包
括
的
な
審
尋
請
求
権
の

保
障
の
た
め
の
総
則
規
定
（Vorschriften zur um

fassenden Sicherung des rechtlichen G
ehörs der B

eteiligten

）
な
ど
の
規

定
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
後
も
、
二
〇
〇
五
年
六
月
六
日
に
は
、
連
邦
司
法
省
か
らErsten R

eferentenentw
urf

が
、
そ
し
て
、
二
〇
〇
六
年
二
月

一
四
日
に
は
、Vollständigen R

eferentenentw
urf

（R
eferentenentw

urfs eines G
esetzes zur R

eform
 des Verfahrens in 

Fam
iliensachen und in den A

ngelegenheiten der freiw
illigen G

erichtsbarkeit

〔
非
訟
事
件
及
び
家
庭
事
件
手
続
に
関
す
る

法
律
・
参
事
官
草
案
〕）
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

二
〇
〇
七
年
五
月
九
日
、
連
邦
内
閣
は
、FG

G
-R

eform
gesetzes

（Fam
FG

 sow
ie D

as G
esetz über G

erichtskosten in 
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Fam
iliensachen (

＝Fam
G

K
G

)

）を
政
府
草
案（R

egierungsentw
urf (B

T-D
rs. 16/6308, S. 172 ff.)

）と
し
て
正
式
に
決
定
し
、

連
邦
参
議
院
に
提
出
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
連
邦
参
議
院
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
六
日
、
一
二
五
の
提
案
を
内
容
と
す
る
意
見
書
を

公
表
し
、連
邦
内
閣
は
、こ
の
意
見
書
の
内
容
を
踏
ま
え
た
修
正
草
案
を
同
年
九
月
七
日
に
連
邦
衆
議
院
に
提
出
し
て
い
る
。そ
の
後
、

連
邦
衆
議
院
で
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
一
一
日
に
総
則
部
分
に
関
し
て
、
同
月
一
三
日
に
は
家
事
事
件
手
続
に
関
す
る
専
門
家
に
よ

る
公
聴
会
が
実
施
さ
れ
、
そ
こ
で
の
反
対
意
見
等
を
踏
ま
え
た
達
邦
司
法
委
員
会
の
報
告
書
が
第
二
次
政
府
草
案
（Entw

urf eines 

G
esetzes zur R

eform
 des verfahrens in Fam

iliensachen und in den A
ngelegenheiten der freiw

illigen G
erichtsbarkeit

（FG
G

-R
eform

gesetz: FG
G

-R
G

））（B
T-D

rs. 16/9733 S. 283 ff.

）
と
し
て
提
出
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
六
月
二
七
日
、
よ
う
や

く
こ
の
最
終
草
案
が
可
决
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
八
年
九
月
一
九
日
、
基
本
法
一
〇
四
条
a
第
四
項
に
基
づ
く
連
邦
参
議
院
の

同
意
（Einspruchgesetz

）、
連
邦
司
法
大
臣
の
署
名
を
経
て
、
F 

a 

m 

F 

G
は
成
立
し
た
（B

R
-D

rs. 617/08 B
eschluss

）。

　

こ
う
し
て
成
立
し
た
、
新
法
は
、
後
見
裁
判
所
の
廃
止
に
伴
い
、
家
庭
裁
判
所
が
そ
の
権
限
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
た
め

（G
roßen Fam

iliengericht

）、
そ
の
準
備
期
間
を
考
慮
し
て
、
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る(41)

。

２　

F 

a 

m 

F 

G
三
四
条
の
意
義

　

手
続
関
係
人
へ
の
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
め
ぐ
り
、
F 

G 
G
が
直
面
し
た
法
の
欠
缺
の
問
題
や
そ
の
補
充
的
操
作
に
よ
る

基
本
法
と
の
衝
突
の
問
題
な
ど
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、Ersten D

iskussionsentw
urf

を
原
型
に
、
参
事
官
草
案

（R
eferentenentw

urf

）
を
経
て
、
F 

a 

m 

F 

G
三
四
条(42)

は
新
設
さ
れ
た
。
同
規
定
は
、
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
実

定
化
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
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そ
の
結
果
、
F 

a 

m 

F 

G
に
は
、
F  

G  

G
一
二
条
を
継
承
し
職
権
探
知
主
義
の
採
用
を
宣
言
す
る
二
六
条
と
共
に
、
事
家
の
解

明
を
目
的
と
す
る
審
問
規
定
（
三
三
条
）
と
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
す
る
審
問
規
定
（
三
四
条
）
が
置
か
れ
、
そ
の
趣
旨
が

明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(43)

。

　

以
下
、
政
府
草
案
の
理
由
書
を
参
照
し
、
三
四
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
要
約
し
て
お
く(44)

。

　

本
条
一
項
は
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
す
る
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
趣
旨
に
則
し
、
手
続
関
係
人
本
人
へ
の
直
接
的
な

審
問
を
保
障
す
る
一
般
規
定
で
あ
る
。

　

同
項
一
号
は
、
そ
の
保
障
範
囲
に
つ
い
て
、
特
別
な
義
務
な
く
、
裁
判
所
が
必
要
に
応
じ
て
聴
聞
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き

る
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
聴
聞
行
為
が
、
裁
判
所
の
覊
束
裁
量
行
為
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

こ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
聴
聞
行
為
が
必
要
的
と
い
え
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　

理
由
書
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
趣
旨
に
鑑
み
、
手
続
の
対
象
が
、
関
係
人
の
人
格
権
へ
の
介
入
で
あ
る
場
合
に

は
、
本
人
審
問
が
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
関
係
人
が
書
面
に
よ
る
陳
述
で
、
そ
の
意
思
を

有
効
に
手
続
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
も
本
人
審
問
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
審
問
の
具
体
的

方
法
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
関
係
人
の
意
向
を
効
果
的
に
引
き
出
せ
る
か
が
重
要
な
要
素
と
な
り
、
そ
の
実
施
場
所
の
決
定
に
つ
い

て
は
、
裁
判
所
の
認
識
の
利
益
が
重
要
な
判
断
要
素
と
な
る
。

　

F 

a 

m 

F 

G
二
七
八
条
一
項
三
号
が
、
裁
判
所
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
手
続
関
係
人
の
通
常
の
生
活
場
所
に
お
け
る
聴
聞
行
為

を
規
定
し
て
い
る
の
は
、
同
趣
旨
に
沿
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
す
る
例
外
的
措
置
と
し
て
、
暴
力
保
護
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
、
F 

a 

m 

F 

G
三
三
条
一
項
二
文
に

基
づ
く
特
別
な
配
慮
と
し
て
の
個
別
の
聴
聞
行
為
（
F 

a 

m 

F 

G
二
一
三
条
一
項
）、
ま
た
、
保
全
決
定
に
お
け
る
事
前
措
置
と
し
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て
の
聴
聞
行
為
に
関
す
る
F 

a 

m 

F 

G
四
二
七
条
二
項
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
す
る
審
問
行
為
に
は
、
本
人
の
出
頭
の
み
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
裁
判
の

基
礎
と
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
り
、
不
意
打
ち
を
防
止
す
る
趣
旨
か
ら
他
の
関
係
人
に
は
審
問
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
F 
a 
m 
F 

G
三
七
条
二
項
）。

　

同
項
二
号
は
、
本
法
及
び
特
別
法
に
置
か
れ
た
特
別
聴
聞
規
定
の
う
ち
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
に
資
す
る
側
面
を
有
す
る
聴
聞
規

定(45)

を
対
象
と
し
て
い
る
。

　

本
規
定
は
、
二
義
性
を
有
し
て
い
た
聴
聞
規
定
の
解
釈
規
準
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
家
庭
裁
判
所
の
手
続
や
世
話
裁
判
所
の
事
件
に
規
律
さ
れ
る
審
問
行
為
の
殆
ど
は
、
そ
の
規
律
形
式
か
ら
、

“Sollvorschriften ”

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
号
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
も
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

　

既
に
四
1
で
述
べ
た
と
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
説
の
立
場
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
適
合
解
釈
に
よ
っ
て
、
法
の
欠
缺

に
伴
う
基
本
法
と
の
衝
突
の
問
題
を
回
避
し
て
き
た
。
し
か
し
、
本
条
の
新
設
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
第
一
次
的
解
釈
規
準
は

本
規
定
と
な
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
解
消
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
条
二
項
は
、
従
前
、
後
見
裁
判
所
の
許
可
事
件
に
規
律
さ
れ
て
い
た
審
問
規
定
（
F 

G 

G
六
九
d
条
一
項
三
文
）
を
継
承
し
、

裁
判
所
に
よ
る
配
慮
義
務
が
一
般
規
定
化
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　

例
え
ば
、
重
大
な
理
由（Schw

erw
iegenden G

ründen

）に
よ
る
場
合（z. B

. 

F 

a 

m 

F 

G
一
五
九
条
三
項
、一
六
〇
条
三
項
）、

ま
た
、
関
係
人
へ
の
健
康
侵
害
が
予
想
さ
れ
る
場
合
（z. B

. 

F 

a 
m 
F 
G
一
九
二
条
三
項
、
一
九
三
条i. V. m

.

）、
さ
ら
に
は
、

関
係
人
に
お
い
て
自
ら
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
不
可
能
と
判
断
さ
れ
る
場
合
（z. B

. 

F 

a 

m 

F 

G
二
七
八
条
四
項
、

三
一
九
条
三
項(46)

）
に
、
例
外
的
に
聴
聞
行
為
が
中
止
さ
れ
る
こ
と
を
内
容
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
本
来
、
直
接
本
人
へ
の
審
問
行
為
は
、
手
続
関
係
人
の
利
益
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
関
係
人
が
自
ら
こ

れ
を
放
棄
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
審
問
行
為
が
実
施
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
審
尋
請
求
権
侵
害
の
責
任
は
追
及
さ
れ

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

本
条
三
項
は
、
関
係
人
が
審
問
期
日
へ
無
断
欠
席
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
放
棄
の
意
思
と
同
様
の
法
律
効
果
を
認
め
、
裁
判
所

の
責
務
（
審
尋
請
求
権
保
障
義
務
）
を
免
除
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
人
審
問
は
、
専
ら
関
係
人
の
手
続
保
障
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
欠
席
の
場
合
に
、
秩
序
罰
や
強
制
措
置
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
同
項
二
文
は
、
こ
う
し
た
欠
席
の
場
合
の
手
続
関
係
人
へ
の
不
利
益
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
へ
の
配
慮
か
ら
裁
判
所
に

不
出
頭
に
よ
る
効
果
に
つ
い
て
の
事
前
の
告
知
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

　

な
お
、
本
項
は
、
裁
判
所
の
手
続
促
進
義
務
と
の
関
係
か
ら
、
失
権
規
定
と
し
て
も
ま
た
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
、Friedlich Lent

が
提
唱
し
た
「
一
般
法
原
則
」
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
が
、
F 

a 

m 

F 

G
三
四
条
に
実
定
化
さ

れ
た
意
義
を
要
約
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

本
条
一
項
一
号
は
、
法
の
欠
缺
（
実
体
的
欠
缺
）
の
場
合
に
お
け
る
補
充
的
操
作
と
し
て
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
代
わ
り
直

接
適
用
の
対
象
と
な
り
、
同
項
二
号
は
、
二
義
性
が
問
題
と
さ
れ
た
聴
聞
規
定
の
一
次
的
解
釈
規
準
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
っ
て
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
と
の
衝
突
の
問
題
や
法
治
国
家
原
理
の
充
足
の
問
題
は

回
避
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
新
設
は
、
基
本
法
と
の
有
効
性
の
連
鎖
の
下
に
、
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請

求
権
概
念
に
関
す
る
法
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
条
二
項
は
、
公
正
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
裁
判
所
の
配
慮
行
為
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
ま
た
、
本
条
三
項
は
、
関
係
人
へ
の

適
時
の
保
障
を
目
的
と
し
て
、
裁
判
所
の
一
般
訴
訟
促
進
義
務
と
の
調
整
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
う
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
先
駆
的
な
功
績
は
、
次
に
示
す
と
お
り
、
審
尋
請
求
権
概
念
の
実
効
性
に
乏
し
い
わ
が
国
の
実
状
に

対
し
、
進
む
べ
き
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

七　

わ
が
国
の
現
状
と
課
題

１　

審
尋
請
求
権
概
念
の
憲
法
化
と
法
原
理
性

　

わ
が
国
に
お
け
る
手
続
保
障
の
憲
法
化
と
い
う
問
題
意
識
の
高
揚
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
展
開
が
、
実
務
家
及
び
民

訴
法
学
者
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
そ
の
根
幹
を
な
す
審
尋
請
求
権
概
念
に
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

鈴
木
忠
一
元
判
事
は
、
論
文
『
非
訟
事
件
に
於
け
る
正
当
な
手
続
保
障(47)

』
の
中
で
、
ド
イ
ツ
基
本
法
が
手
続
基
本
権
と
し
て
保
障

し
た
審
尋
請
求
権
を
、
旧
関
税
法
第
一
一
八
条
一
項
の
規
定
す
る
被
告
人
の
占
有
す
る
第
三
者
の
所
有
物
の
没
収
に
関
す
る
最
高
裁

昭
和
三
七
年
一
一
月
二
八
日
大
法
廷
決
定(48)

な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
憲
法
三
二
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
、
非
訟
事
件
の
領
域
に
於
い
て
も
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
よ
る
過
料
の
裁
判
の
合
憲
性
に
関
す
る
最
高
裁

昭
和
四
一
年
一
二
月
二
七
日
大
法
廷
決
定(49)

を
引
き
合
い
に
出
し
、
審
問
を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
立
言
さ
れ
た
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
内
実
は
、
非
訟
事
件
手
続
の
特
質
・
多
様
性
に
よ
り
、
そ
の
方
法
或
は
そ
の
時
期
・
回
数
等
が
裁
判
官
の
裁
量

に
委
ね
ら
れ
る
と
帰
結
す
る
点
で
、
そ
の
実
効
性
に
問
題
を
残
す
も
の
で
あ
っ
た(50)

。
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そ
の
後
、
中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
手
続
諸
原
則
の
多
く
を
憲
法
上
の
要
請
と
位
置
づ
け
、
そ
れ
ら
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
に

委
ね
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
動
向
を
踏
ま
え
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
と
お
り
言
明

さ
れ
た
。

民
事
裁
判
の
手
続
に
つ
き
、（
中
略
）
審
尋
請
求
権
の
保
障
、
手
続
上
平
等
の
原
則
、
適
時
審
判
の
原
則
お
よ
び
公
開
審
判
の

原
則
を
憲
法
上
の
要
請
と
掲
げ
た
い
と
思
う
。
い
ず
れ
も
、
基
本
的
な
抽
象
的
原
則
で
あ
り
、
各
個
の
訴
訟
法
規
が
そ
れ
ら
を

具
体
化
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
直
接
に
は
そ
れ
ら
の
法
規
の
違
背
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
法
規
が
な
い

と
こ
ろ
で
は
憲
法
上
の
原
則
が
裁
判
所
や
訴
訟
関
係
人
の
行
動
上
の
指
導
理
念
と
な
り
、
或
い
は
そ
れ
ら
の
行
動
に
対
す
る
評

価
基
準
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。（
中
野
貞
一
郎
「
民
事
裁
判
と
憲
法
」
新
堂
幸
司
編
集
代
表
『
講
座
・
民
事
訴
訟
①
民

事
紛
争
と
訴
訟
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
一
頁
所
収
、
一
三
〜
一
四
頁
）。

　

ま
た
、
訴
訟
当
事
者
へ
の
基
本
的
手
続
保
障
の
「
憲
法
化
」
の
要
請
と
別
の
視
角
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
発
効
し
て
い
る
国

際
人
権
B
条
約
一
四
条
一
項
を
根
拠
に
、「
公
正
な
審
理
を
受
け
る
権
利
」
も
ま
た
、
訴
訟
法
規
の
重
要
な
解
釈
基
準
と
し
て
取
り

入
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
重
ね
て
言
明
さ
れ
た(51)

。

　

そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
「
公
正
な
手
続

（
実
施
）
を
求
め
る
権
利
（
請
求
権
）」
に
係
る
決
定
例(52)

や
、
同
権
利
を
め
ぐ
る
学
説
の
展
開(53)

に
触
れ
ら
れ
、
こ
の
権
利
も
ま
た
、

手
続
基
本
権(54)

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
の
確
信
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
公
正
手
続
請
求
権
は
、
手
続
的
正
義
の
観
念
を
根
源
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
審
尋
請
求
権
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
五
4
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
中
野
教
授
は
、
こ
の
手
続
的
正
義
の
具
体
化
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
釈
明
義
務
（
事
案
解
明
義
務
）
を
例
と
し
て

掲
げ
て
い
る
。
わ
が
国
の
民
事
訴
訟
法
に
は
、
こ
の
釈
明
義
務
に
関
す
る
明
文
規
定
は
な
い
が
、
一
四
九
条
一
項
に
、
釈
明
に
関
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す
る
権
限
（
釈
明
権
）
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
項
は
、
釈
明
義
務
を
も
含
め
て
い
る
と
解
す
る
の
が
、
通
説
・
判
例
の
立
場
で

あ
る(55)

。
そ
し
て
、
現
行
法
上
、
こ
の
釈
明
義
務
違
反
は
、
法
令
違
反
と
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
へ
の
権
利
上
告
の
理
由
と
は
な
ら
ず

（
三
一
二
条
）、
上
告
受
理
制
度
（
三
一
八
条
）
の
対
象
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
釈
明
義
務
違
反
を
基
本
権
違
反
（
公
正
手
続
請
求
権
違
反
）
と
捉
え
る
中
野
説
に
従
え
ば
、
そ
の
違
反
事
由
は
権

利
上
告
理
由
（
＝
憲
法
違
反
）
の
主
張
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
点
で
、
こ
の
イ
ム
バ
ラ
ン
ス
が
気
に
か
か
る
と
鈴
木
正
裕
教
授
は

指
摘
し
て
い
る(56)

。
さ
ら
に
、
鈴
木
教
授
は
、
そ
の
違
法
規
準
を
民
事
訴
訟
法
第
二
条
の
「
公
正
」
に
求
め
る
と
し
た
場
合
に
は
、
当

該
規
定
に
責
務
規
定
以
上
の
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
公
正
手
続
請
求
権
を
憲
法
上
の
権
利
に
ま
で
ラ
ン
ク
す
る
こ
と
の
適
切

さ
が
、
な
お
疑
問
と
し
て
残
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
も
指
摘
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
鈴
木
教
授
の
指
摘
は
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
一
様
に
憲
法
上
の
要
請
と
捉
え
て
き
た
わ
が
国
の
学
説
の
理
解
に
、
大

き
な
問
題
を
投
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
簡
易
法
に
明
文
化
さ
れ
、
或
い
は
、
解
釈
上
、
個
別
聴
聞
規
定
に
内
在
化

さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
審
尋
請
求
権
法
理
も
ま
た
、
一
転
し
て
、
憲
法
化
の
問
題
へ
と
昇
華
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
存
の
上

訴
手
続
の
枠
組
み
と
の
間
に
ズ
レ
が
生
じ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
私
見
と
し
て
は
、
審
尋
請
求
権
法
理
へ
の
違
背
行
為
は
、
基
本
的
に
、
法
令
違
反
の
問
題
で
あ
り
、
そ

の
態
様
が
人
格
権
へ
の
介
入
に
あ
た
る
な
ど
の
重
大
な
侵
害
行
為
に
該
当
す
る
場
合
に
憲
法
違
反
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と

解
し
た
い
。

　

そ
も
そ
も
、
簡
易
法
に
置
か
れ
る
陳
述
聴
取
規
定
、
或
い
は
機
能
保
障
に
係
る
釈
明
義
務
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
、
法
原
理
と
し

て
の
審
尋
請
求
権
概
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
概
念
が
そ
の
第
一
次
的
な
解
釈
規
準
と
し
て
機
能
す
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
憲
法
上
の
規
律
は
二
次
的
解
釈
規
準
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
わ
が
国
の
審
尋
請
求
権
論
の
展
開
を
見
る
限
り
、
学
説
上
、
憲
法
化
に
向
け
て
、
そ
の
強
化
が
唱
道
さ
れ

る
反
面
、
法
原
理
（
法
原
則
）
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
規
範
性
は
欠
如
し
、
有
紀
説
が
論
証
し
た
同
概
念
の
内
在
化
も
ま
た

否
定
し
か
ね
な
い
状
況
が
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
わ
が
国
の
こ
う
し
た
実
態
を
、
判
例
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
、
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
規
範
性
の
有

無
を
検
証
し
て
お
き
た
い
。

２　

最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
決
定
の
意
義
と
問
題
点(57)

〔
1
〕
最
三
決
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
家
月
六
〇
巻
八
号
五
一
頁
、
裁
時
一
四
五
九
号
一
頁
、
判
時
二
〇
一
一
号
一
一
六
頁
、
判
夕

一
二
七
三
号
一
二
五
頁―

棄
却

　

最
高
裁
判
所
第
三
小
法
廷
（
平
成
一
九
年
（
ク
）
第
一
一
二
八
号
）
は
、
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
、
原
々
審
（
横
浜
家
裁
小
田
原

支
部
平
成
一
九
年
（
家
）
第
四
六
九
号
）
の
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る
処
分
の
審
判
を
変
更
し
た
原
審
（
東
京
高
裁
（
平
成
一
九

年
（
ラ
）
一
二
五
七
号
））
の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
の
申
立
て
を
棄
却
し
た(58)

。
本
決
定
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
関
係
人

に
対
す
る
審
尋
請
求
権
（
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
自
己
の
意
見
を
表
明
し
、
か
つ
、
聴
取
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を

要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
）
の
保
障
が
、
憲
法
三
二
条
に
包
含
さ
れ
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
最
高
裁
の
判
断
が
注
目
さ

れ
た
事
例
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
は
、
昭
和
三
五
年
七
月
六
日
大
法
廷
決
定
（
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
参
照
）、
昭
和
四
〇

年
六
月
三
〇
日
大
法
廷
決
定（
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
一
四
頁
参
照
）の
立
場
を
踏
襲
し
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
非
訟
峻
別
論
を
基
準
に
、

本
件
が
本
質
的
に
非
訟
事
件
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
憲
法
三
二
条
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る(59)

。
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そ
も
そ
も
、
本
決
定
の
多
数
意
見
が
引
用
し
た
こ
の
二
つ
の
大
法
廷
決
定
の
事
例
は
、
憲
法
八
二
条
が
要
求
す
る
公
開
原
則
が
問

題
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
の
是
非
が
問
題
と
な
る
本
件
と
は
、
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
は
、
三
二
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
八
二
条
と
の
一
体
的
保
障
と
い
う
従

来
の
立
場
を
固
守
し
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
背
景
に
は
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
保
障
の
対
象
及
び
そ
の
具
体
的

内
容
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
明
確
性
保
持
の
観
点
か
ら
、
立
法
政
策
上
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
個
別
の
規
定
を
設
け
る
べ
き
と

し
て
き
た
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る(60)

。

　

対
照
的
に
、
わ
が
国
の
学
説
は
、
早
い
段
階
か
ら
、
こ
う
し
た
最
高
裁
の
立
場
の
限
界
性
を
指
摘
し(61)

、
手
続
保
障
の
根
幹
で
あ
る

審
尋
請
求
権
の
保
障
を
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」（
憲
法
三
二
条
）
の
固
有
の
保
障
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
め
ぐ
り
、
わ
が
国
の
学
説
と
実
務
の
乖
離
状
況
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

以
下
に
、
本
決
定
に
示
さ
れ
た
多
数
意
見
並
び
に
那
須
反
対
意
見
及
び
田
原
補
足
意
見
に
孕
む
問
題
点
に
つ
い
て
分
析
し
て
お
き

た
い
。

【
事
実
の
概
要
】

　

X
（
妻
・
特
別
抗
告
相
手
方
・
原
々
審
の
申
立
人
・
抗
告
人
）
と
Y
（
夫
・
特
別
抗
告
申
立
人
・
原
々
審
の
相
手
方
・
即
時

抗
告
の
相
手
方
）
は
平
成
一
七
年
四
月
に
婚
姻
し
た
。
X
は
Y
の
暴
力
な
ど
を
理
由
に
、
平
成
一
八
年
五
月
一
二
日
に
長
女
A

（
X
の
連
れ
子
で
、
X 

Y
婚
姻
時
に
Y
と
養
子
縁
組
を
し
た
。）
を
伴
い
、
Y
と
別
居
し
、
同
年
一
〇
月
、
離
婚
を
求
め
て
横

浜
家
庭
裁
判
所
小
田
原
支
部
（
原
々
審
裁
判
所
）
に
夫
婦
関
係
調
整
の
調
停
と
婚
姻
費
用
分
担
の
調
停
を
申
し
立
て
た
が
、
平

成
一
九
年
五
月
、
各
調
停
は
不
成
立
と
な
り
、
婚
姻
費
用
の
分
担
の
調
停
が
審
判
手
続
に
移
行
し
た
。
原
々
審
裁
判
所
は
、
平



法政論集　243号（2012） 68

論　　説

成
一
九
年
八
月
九
日
、
Y
の
負
担
す
べ
き
一
か
月
の
婚
姻
費
用
の
額
は
一
二
万
円
で
あ
る
と
し
、
X
に
調
停
が
申
し
立
て
ら
れ

た
平
成
一
八
年
一
〇
月
か
ら
平
成
一
九
年
七
月
ま
で
の
合
計
一
二
〇
万
円
か
ら
仮
払
金
二
五
万
円
を
控
除
し
た
九
五
万
円
の
支

払
と
平
成
一
九
年
八
月
か
ら
離
婚
又
は
円
満
同
居
に
至
る
ま
で
の
毎
月
一
二
万
円
の
支
払
を
命
じ
る
審
判
（
決
定
）
を
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
X
は
即
時
抗
告
（
家
事
審
判
法
一
四
条
）
を
申
し
立
て
、
抗
告
裁
判
所
（
東
京
高
裁
）
は
、
平
成
一
九
年
一
〇

月
一
一
日
、
Y
の
負
担
す
べ
き
婚
姻
費
用
の
額
は
一
か
月
一
六
万
円
が
相
当
で
あ
る
と
し
、
Y
に
対
し
、
一
六
七
万
円
（
平
成

一
八
年
一
〇
月
か
ら
平
成
一
九
年
九
月
ま
で
一
二
か
月
分
の
合
計
一
九
二
万
円
か
ら
仮
払
金
二
五
万
円
を
控
除
し
た
額
）
の
支

払
と
平
成
一
九
年
一
〇
月
か
ら
離
婚
又
は
円
満
同
居
に
至
る
ま
で
、
一
か
月
一
六
万
円
の
支
払
を
認
め
る
変
更
決
定
を
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
抗
告
審
は
、
原
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
Y
に
対
し
、
X
が
申
し
立
て
た
即
時
抗
告
状
、
抗
告
理
由
書
の
写
し

の
送
達
又
は
送
付
の
措
置
を
採
ら
な
か
っ
た
。
Y
は
、
X
に
よ
る
即
時
抗
告
申
立
て
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
、
そ
れ
に
関
す
る

原
審
で
の
主
張
す
る
機
会
（
反
論
の
機
会
）
を
逸
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
原
審
が
自
己
に
不
利
益
な
判
断
を
し

た
こ
と
は
、
抗
告
の
相
手
方
の
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
三
一
条
、
三
二
条
に
違
反
す
る

と
し
て
、
本
件
特
別
抗
告
（
民
訴
三
三
六
条
）
を
申
し
立
て
た
。
な
お
、
Y
は
、
特
別
抗
告
の
申
立
書
の
理
由
中
に
お
い
て
、

原
決
定
が
認
定
し
て
い
る
仮
払
金
の
既
払
金
二
五
万
円
の
ほ
か
、
原
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
平
成
一
九
年
七
月
一
八
日
及

び
同
年
一
〇 

月
一
〇
日
に
仮
払
金
と
し
て
各
五
万
円
を
X
に
支
払
っ
た
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
。

【
決
定
理
由
】

　
「
憲
法
三
二
条
所
定
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
性
質
上
固
有
の
司
法
作
用
の
対
象
と
な
る
べ
き
純
然
た
る
訴
訟
事
件
に
つ
き

裁
判
所
の
判
断
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
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る
（
最
高
裁
昭
和
二
六
年
ク
第
一
〇
九
号
同
三
五
年
七
月
六
日
大
法
廷
決
定
・
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
、
最
高
裁
昭
和

三
七
年
ク
第
二
四
三
号
同
四
〇
年
六
月
三
〇
日
大
法
廷
決
定
・
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
一
四
頁
参
照
）。
し
た
が
っ
て

0

0

0

0

0

、
上
記
0

0

判
例
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
質
的
に
非
訟
事
件
で
あ
る
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
す
る
処
分
の
審
判
に
対
す
る
抗
告
審
に
お
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
手
続
に
か
か
わ
る
機
会
を
失
う
不
利
益
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
同
条
所
定
の

0

0

0

0

0

「
裁
判
を
受
け
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
と
い
う
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
ら

0

0

0

0

0

、
原
審
が

0

0

0

、
抗
告
人

0

0

0

（
原
審
に
お
け
る
相
手
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
に
対
し
抗
告
状
及
び
抗
告
理
由
書
の
副
本
を
送
達
せ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
反
論
0

0

の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
不
利
益
な
判
断
を
し
た
こ
と
が
同
条
所
定
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
裁
判
を
受
け
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
で
き
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
件
抗
告
理
由
の
う
ち
憲
法
三
二
条
違
反
の
主
張
に
は
理
由
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ま
た
、
本
件
抗
告
理
由
の
そ

の
余
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
原
審
の
手
続
が
憲
法
三
一
条
に
違
反
す
る
旨
を
い
う
点
を
含
め
て
、
そ
の
実
質
は
原
決
定
の
単
な

る
法
令
違
反
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
訴
法
三
三
六
条
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
い
（
傍
点
引
用
者
）。」

　
「
な
お
、（
中
略
）
仮
に
抗
告
人
の
主
張
す
る
よ
う
な
仮
払
金
支
払
の
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
抗
告
人
は
、
原
決
定
の
執

行
力
を
排
除
す
る
た
め
に
、
そ
の
事
実
を
異
議
の
事
由
と
し
て
請
求
異
議
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
本
来
、
仮
払
金
支
払
の
事
実
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
原
審
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

本
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
原
審
に
お
い
て
は
、
抗
告
人
に
対
し
て
相
手
方
か
ら
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
措
置
が
何

ら
執
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
、
抗
告
人
は
原
審
に
お
い
て
上
記
主
張
を
す
る
機
会
を
逸
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
審
に
お
い
て
は
十
分
な
審
理
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
疑
い
が
強
い
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
も
そ
も
本
件
に

0

0

0

0

0

0

0

お
い
て
原
々
審
の
審
判
を
即
時
抗
告
の
相
手
方
で
あ
る
抗
告
人
に
不
利
益
な
も
の
に
変
更
す
る
の
で
あ
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
家
事
審
判
手
続

0

0

0

0

0

0

の
特
質
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
で
き
る
限
り
抗
告
人
に
も
攻
撃
防
御
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
少
な
く
と
も
実
務
上
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
即
時
抗
告
の
抗
告
状
及
び
抗
告
理
由
書
の
写
し
を
抗
告
人
に
送
付
す
る
と
い
う
配
慮
が
必
要
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



法政論集　243号（2012） 70

論　　説

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
以
上
の
と
お
り
、
原
審
の
手
続
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
点
は
特
別

抗
告
の
理
由
に
は
当
た
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
）。」

　

裁
判
官
那
須
弘
平
の
反
対
意
見
が
あ
る
ほ
か
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
抗
告
棄
却
。
な
お
、
裁
判
官
田
原
睦
夫
の
補
足

意
見
が
あ
る
（
那
須
弘
平
、
藤
田
宙
靖
、
堀
籠
幸
男
、
田
原
睦
夫
、
近
藤
崇
晴
）。

【
裁
判
官
田
原
睦
夫
補
足
意
見
】

　
「
本
件
は
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
の
審
判
の
抗
告
審
手
続
に
お
け
る
相
手
方
に
対
す
る
手
続
保
障
と
憲
法
三
一
条
、

三
二
条
と
の
関
係
及
び
審
理
手
続
の
法
令
違
反
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
事
案
で
あ
る
。
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
適
正
手

続
の
保
障
は
、
同
条
が
直
接
規
定
す
る
生
命
若
し
く
は
自
由
に
対
す
る
規
制
の
場
面
だ
け
で
は
な
く
、
国
又
は
国
家
機
関
が
、

国
民
に
対
し
て
一
定
の
強
制
力
を
行
使
す
る
場
合
に
守
ら
れ
る
べ
き
基
本
原
則
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
刑
事
手
続
だ
け
で

な
く
、
民
事
手
続
や
行
政
手
続
に
お
い
て
も
同
条
は
類
推
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
憲
法
三
二
条
の
定
め
る
裁

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

判
を
受
け
る
権
利
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
適
正
手
続
の
保
障
の
下
で
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

裁
判
手
続
に
お
い
て
適
正
手
続
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
憲
法
違
反
の
問
題
が
生
じ
得
る
（
傍
点
引
用
者
）。」

　
「
そ
こ
で
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
に
か
か
る
審
判
手
続
に
つ
い
て
み
る
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
手
続
保
障
の
根

幹
を
な
す
の
は
当
事
者
の
手
続
関
与
権
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
手
続
で
は
当
事
者
の
出
頭
義
務
（
家
事
審
判
規
則
五
条
）
や
利
害

関
係
人
の
審
判
手
続
へ
の
参
加
（
同
規
則
一
四
条
）
を
定
め
、
ま
た
、
参
考
人
又
は
当
事
者
を
審
尋
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者

双
方
が
立
会
う
こ
と
が
で
き
る
審
尋
期
日
に
お
い
て
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
て
（
家
事
審
判
法
七
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
一
〇

条
、民
事
訴
訟
法
一
八
七
条
）、当
事
者
の
手
続
関
与
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、審
問
請
求
権
が
一
応
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、憲
法
三
二
条
、
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三
一
条
の
趣
旨
は
、
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
（
傍
点
引
用
者
）。」

　
「
と
こ
ろ
で
、
本
件
で
は
、
乙
類
審
判
事
項
の
抗
告
審
手
続
に
お
い
て
、
相
手
方
に
主
張
の
機
会
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
の

適
法
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
抗
告
審
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
法
の
抗
告

審
の
規
定
を
準
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
家
事
審
判
法
七
条
、
非
訟
事
件
手
続
法
二
五
条
）
が
、
民
事
の
抗
告
審
の
手

続
は
、
第
一
審
の
決
定
手
続
の
性
質
に
準
ず
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
手
続
関
与
権
や
審
問
請
求
権
が
民
事
訴
訟
法
に
明

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
憲
法
三
二
条

0

0

0

0

0

、
三
一
条
が
要
請
す
る
当
事
者
の
手
続
関
与
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
審
問
請
求
権
の
保

0

0

0

0

0

0

0

障
の
問
題
は

0

0

0

0

0

、
当
該
手
続
全
体
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
手
続
の
一
部
に
お
い
て
手
続
保
障
が
充
足
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
い
な
く
て
も

0

0

0

0

0

0

、
手
続
全
体
と
し
て
み
た
と
き
に
そ
れ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
憲
法
三
二
条

0

0

0

0

0

、
三
一
条
の
趣
旨
は
反

0

0

0

0

0

0

0

0

映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
こ
ろ
、
上
記
の
と
お
り
、
家
事
審
判
法
九
条
一
項
乙
類
の
審
判
手
続
に
は
、
当
事
者
の
手
続

関
与
権
、
審
問
請
求
権
が
一
応
充
足
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
抗
告
審
の
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
保
障
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を

も
っ
て
、
上
記
の
憲
法
各
条
違
反
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
）。」

　
「
な
お
、
抗
告
審
の
手
続
に
お
い
て
、
相
手
方
の
手
続
関
与
権
、
審
問
請
求
権
が
法
定
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
抗
告
審
は
職

権
に
よ
る
審
理
を
な
す
に
当
た
り
、
申
立
人
の
主
張
と
相
手
方
の
主
張
と
が
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
原
審
の
記
録
か
ら
明
ら
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
と
き
に
は

0

0

0

0

0

、
即
時
抗
告
申
立
書
の
副
本
又
は
写
し
を
相
手
方
に
送
付
す
る
等

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
相
手
方
に
即
時
抗
告
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事
実
を
通
知
し
て

0

0

0

0

0

0

0

、
相
手
方
に
反
論
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
相
手
方
に
か
か
る
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
原
審
判
を
相

手
方
に
不
利
益
に
変
更
し
た
場
合
に
は
、
審
理
不
尽
の
違
法
の
謗
り
を
免
れ
得
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
傍
点
引
用

者
）。」
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【
裁
判
官
那
須
弘
平
反
対
意
見
】

　
「
私
は
、
本
件
処
理
の
た
め
に
家
事
審
判
規
則
、
家
事
審
判
法
、非
訟
事
件
手
続
法
及
び
民
事
訴
訟
法
を
解
釈
す
る
に
際
し
、

憲
法
三
二
条

0

0

0

0

0

（「
裁
判
を
受
け
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に
関
す
る
規
定

0

0

0

0

0

0

）
を
念
頭
に
お
き
こ
れ
を
解
釈
指
針
と
す
る
こ
と
に
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

即
時
抗
告

の
抗
告
状
及
び
抗
告
理
由
書
（
以
下
一
括
し
て
、「
即
時
抗
告
の
抗
告
状
等
」
と
い
う
）
の
送
達
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
送
付

が
必
要
で
あ
っ
た
と
の
結
論
に
到
達
で
き
、
原
審
も
こ
れ
を
前
提
と
し
て
決
定
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
傍
点
引
用

者
）。」

　
「
私
は

0

0

、
少
な
く
と
も

0

0

0

0

0

、
こ
の
類
型

0

0

0

0

（
＝
争
訟
性
の
強
い

0

0

0

0

0

0

）
の
審
判
に
関
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

、
憲
法
三
二
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
即
時
抗

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

告
に
よ
り
不
利
益
な
変
更
を
受
け
る
当
事
者
が
即
時
抗
告
の
抗
告
状
等
の
送
付
を
受
け
る
な
ど
し
て
反
論
の
機
会
を
与
え
ら
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
べ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
考
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
利
益
は
い
わ
ゆ
る
審
問
請
求
権

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
自
己
の
見
解
を
表
明
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
か
つ
0

0

、
聴
取
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
の
核
心
部
分

0

0

0

0

0

を
成
す
も
の
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

、
純
然
た
る
訴
訟
事
件
で
な
い
非
訟
事
件
に
つ
い
て
も
憲
法
三
二
条
に
よ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
裁
判
を
受
け
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の0

保
障
の
対
象
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
解
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
括
弧
内
引
用
者
、
傍
点
引
用
者
）。」

　
「（
多
数
意
見
が
採
用
す
る
）
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
（
家
屋
明
渡
請
求
事
件
及
び
占
有
回
収
請
求
事
件
に
つ
き
、
裁
判
所

が
戦
時
立
法
の
一
環
と
し
て
制
定
さ
れ
た
金
銭
債
務
臨
時
調
停
法
に
基
づ
き
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
非
公
開
の
手
続
で
し
た
案

件
）及
び
昭
和
四
〇
年
最
高
裁
決
定（
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
し
家
事
審
判
法
の
規
定
に
従
い
非
公
開
で
審
判
が
さ
れ
た
案
件
）

は
、
い
ず
れ
も
手
続
が
当
時
の
法
律
の
定
め
に
従
い
非
公
開
で
行
わ
れ
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
件

は
、
即
時
抗
告
に
よ
り
不
利
益
変
更
を
受
け
た
当
審
抗
告
人
に
即
時
抗
告
の
抗
告
状
等
の
送
付
・
送
達
が
な
く
反
論
の
機
会
も

与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
案
件
で
あ
っ
て
、
真
の
争
点
は
憲
法
八
二
条
の
公
開
原
則
の
問
題
と
は
直
接
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の
関
係
を
有
し
な
い
。
憲
法
八
二
条
が
要
求
す
る
公
開
の
対
象
と
な
る
事
件
の
範
囲
を
区
切
る
基
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
同
条
二
項
で
は

0

0

0

0

0

0

、
裁
判
0

0

官
の
全
員
一
致
で
非
公
開
と
す
る
例
外
的
処
理
の
途
も
認
め
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

）
と
憲
法
三
二
条
が
要
求
す
る
審
問
請
求
権
な
い
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

手
続
保
障
の
適
用
範
囲
を
区
切
る
基
準
と
は
同
一
と
は
限
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
ゆ
え

0

0

0

0

、
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
及
び
昭
和
四
〇
年

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最
高
裁
決
定
を
根
拠
に
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
本
件
が

0

0

0

「
裁
判
を
受
け
る
権
利

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
無
関
係
と
切
り
捨
て
る
考
え
方
に
は
賛
同
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍

点
引
用
者
）。」

　
「
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
は
、
同
種
事
案
に
つ
き
そ
れ
ま
で
の
判
例
（
昭
和
三
一
年
一
〇
月
三
一
日
最
高
裁
大
法
廷
決
定

等
）
を
変
更
し
て
裁
判
の
非
公
開
が
一
定
の
場
合
に
憲
法
違
反
と
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
つ
い
て
は
大
き
な
意
義
が

あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
憲
法
三
二
条
の
適
用
範
囲
を
「
純
然
た
る
訴
訟
事
件
」
に
限
定
す
る
か
の
ご
と
く
判
示
し
た

点
に
つ
い
て
は
学
説
を
中
心
に
し
て
強
い
批
判
が
あ
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。「
純
然
た
る
訴
訟
事
件

0

0

0

0

0

0

0

0

」以
外
に
も

0

0

0

0

、

乙
類
審
判
事
件
を
中
心
に
し
て
憲
法
三
二
条
の
審
問
請
求
権
な
い
し
手
続
保
障
の
対
象
と
な
る
べ
き
類
型
の
も
の
が
存
在
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
否
定
し
が
た
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
は
い
ず
れ
当
審
に
お
い
て
変
更
さ
れ
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
と
考
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
引
用
者
）。」

　
「
以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
家
事
審
判
規
則

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
家
事
審
判
法
及
び
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
く
手
続
に
も
憲
法
三
二
条

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
理
念
が
及
ぶ
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
積
極
的
な
見
解
を
採
る
立
場
か
ら
す
れ
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
上
記
各
法
律
及
び
規
則
の
解
釈
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
も
即
時
抗
告
に
よ
り
不
利
益
変
更
を
受
け
る
抗
告
人
に
対
し
て
反
論
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
即
時
抗
告
の
抗
告
状
等
を
送

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

達
な
い
し
送
付
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
排
斥
す
る
理
由
と
し
て
家
事
審
判
手
続

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
お
け
る
職
権
主
義
・
裁
量
主
義
の
原
則
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
れ
ら
の
原
則
は
当
事
者
の
審
問
請
求
権
や
手
続

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保
障
の
機
会
を
一
般
的
に
奪
う
根
拠
と
し
て
は
抽
象
的
に
過
ぎ
て
説
得
力
を
欠
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ま
た
、
実
務
に
お
け
る
運
用
状
況
は
、
む
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し
ろ
審
問
請
求
権
及
び
手
続
保
障
を
尊
重
す
る
方
向
に
あ
り
、
本
件
に
つ
い
て
原
決
定
を
破
棄
す
る
た
め
の
理
由
と
は
な
っ
て

も
、
抗
告
を
棄
却
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
で
は
原
審
に
お
い
て
即
時
抗
告
の
抗
告
状
等
の
送
達
も
送
付

も
な
い
ま
ま
に
抗
告
人
に
不
利
益
に
変
更
が
な
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法

令
の
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
傍
点
引
用
者
）。」

【
分
析
】

　

大
審
院
以
来
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
関
係
人
へ
の
法
的
審
尋
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
那
須
意
見
が
指

摘
し
て
い
る
と
お
り
、
わ
が
国
の
判
例
の
立
場
は
、
手
続
の
職
権
主
義
的
・
裁
量
主
義
的
構
造
を
理
由
に
否
定
的
に
解
し
て
き
た(62)

。

　

こ
れ
に
対
し
、
学
説
は
、
審
尋
請
求
権
を
テ
ー
マ
に
、
そ
れ
を
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
訴
訟
か
非
訟

か
と
い
っ
た
形
式
的
規
準
で
は
な
く
、
事
件
の
特
性
に
応
じ
た
、
き
め
細
や
か
な
保
障
態
様
へ
の
転
換
を
進
言
し
て
き
た
。
そ
う
し

た
状
況
の
中
で
、「
訴
訟
の
非
訟
化
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
、
本
件
の
よ
う
に
、
争
訟
性
の
強
い
非
訟
事
件
手
続
に
関
与
す
る
関
係

人
へ
の
手
続
保
障
の
問
題
が
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
決
定
に
お
け
る
那
須
意
見
及
び
田
原
意
見
は
、
こ
う
し
た
学
説
の
動
向
に
歩
み
寄
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
判
例
の
展
開
に
一

石
を
投
じ
た
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る(63)

。
両
意
見
は
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な
争
訟
性
の
強
い
事
件
を
対
象
に
、
審
尋
請
求
権

の
憲
法
的
保
障
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
多
数
意
見
は
、
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
が
採
用
し
た
八
二
条
と
の
一
体
的
保
障
の
立
場
を
固
守
し
、
審
尋
請
求

権
が
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
領
域
に
包
含
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
何
ら
そ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
な

い
。
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で
は
、
以
下
に
、
法
原
理
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
概
念
の
権
利
性
及
び
そ
の
保
障
内
容
の
枠
組
み
に
関
し
て
、
本
決
定
が
示
す
重

要
な
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
当
事
者
・
関
係
人
へ
の
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
に
、
そ
の
保
障
領
域
に
関
し
て
、
争
訟
性
の
認
め
ら
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
、
古
典
的
非
訟
事
件
を
も
そ
の

射
程
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
で
は
、
歴
史
的
に
も
、
ナ
チ
ス
的
侵
害
の
反
省
か
ら
、
職
権
探
知
主
義
を
基
本
原
則
と
す
る
手
続
領
域
に
お
い

て
、
司
法
官
権
的
な
発
想
に
よ
る
国
家
の
専
断
へ
の
懸
念
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
国
家
と
関
係
人
と
の
間
に
生
じ
る
緊
張
関
係
を
保

持
す
る
た
め
に
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
に
よ
る
こ
れ
ら
の
排
除
機
能
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
審
尋
請
求
権
の
保
障
は
、
適

正
手
続
（
公
正
な
手
続
）
に
向
け
ら
れ
た
必
然
的
要
請
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
田
原
意
見
が
、
憲
法
三
二
条
の
定
め
る
「
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
、
憲
法
三
一
条
の
定
め
る
適
正
手
続
の
保
障
の
下

で
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
定
め
た
も
の
と
定
義
づ
け
た
こ
と
は
意
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
公
正
原
理
と
の
融
合
か
ら
審
尋
請
求
権

に
お
け
る
こ
の
不
正
防
止
機
能
を
重
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
を
前
提
と
す
れ
ば
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
領
域
に

関
す
る
重
要
な
問
題
と
し
て
、
争
訟
性
の
認
め
ら
れ
な
い
古
典
的
な
非
訟
事
件
を
も
そ
の
射
程
に
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
適
正
な
手
続
」
の
観
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
審
尋
請
求
権
概
念
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
る
田
原
意
見
は
、「
手

続
の
一
般
的
正
義
」
の
観
念
を
審
尋
請
求
権
法
理
の
根
幹
と
位
置
づ
け
るPeter Lerche

の
考
え
方
に
通
じ
て
い
る
。

　

他
方
、
那
須
裁
判
官
は
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
と
捉
え
、
そ
の
内
容
面
で
は
手
続
関
係
人

へ
の
不
意
打
防
止
機
能
を
重
視
し
、
そ
の
保
障
領
域
に
つ
い
て
も
、
純
然
た
る
訴
訟
事
件
で
な
い
非
訟
事
件
も
ま
た
、
そ
の
対
象
に

含
ま
れ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
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ド
イ
ツ
で
は
、
基
本
法
が
公
布
さ
れ
る
以
前
の
段
階
か
ら
、
非
訟
事
件
の
手
続
関
係
人
へ
の
審
尋
請
求
権
の
保
障
に
関
し
て
、
職

権
主
義
を
根
拠
に
否
定
的
見
解
が
優
勢
な
中
で
、
争
訟
性
の
認
め
ら
れ
な
い
古
典
的
非
訟
事
件
も
ま
た
そ
の
保
障
領
域
に
含
ま
れ
る

と
す
る
有
力
説
（
既
に
三
で
紹
介
し
たLent

説
）
が
唱
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、
基
本
法
が
公
布
さ
れ
た
後
の
一
九
六
四
年
に
は
、H
elm

ut K
eidel

は
、
そ
の
教
授
資
格
取
得
論
文
『
非
訟
事
件
手
続

に
お
け
る
法
律
上
の
審
問
の
原
則
』
の
中
で
、
職
権
探
知
主
義
を
採
用
す
る
手
続
、
と
り
わ
け
、
非
争
訟
性
の
事
件
に
関
し
て
も
、

法
律
上
の
審
問
の
原
則
（
審
尋
請
求
権
）
の
保
障
が
必
要
的
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
る(64)

。

　

法
律
上
の
闘
争
状
態
に
あ
る
各
当
事
者
の
投
影
に
寄
与
す
る
審
尋
請
求
権
の
機
能
的
側
面
を
重
視
し
、
そ
の
保
障
範
囲
を
争
訟
性

あ
る
手
続
に
限
定
す
るLöw

e
の
見
解(65)

に
対
し
て
、K

eidel

は
、
職
権
探
知
主
義
が
採
用
さ
れ
る
手
続
の
領
域
に
お
い
て
も
、
法
律

上
の
審
問
の
原
則
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
一
般
法
原
則
と
し
て
の
口
頭
主
義
や
直
接
主
義
を
も
実
効
化
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
反
論
し
て
い
る(66)

。

　

B
aur

も
ま
た
、
古
典
的
非
訟
事
件
の
領
域
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
保
障
の
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
手
続
の
結
果
に
よ
っ
て
、

法
律
上
の
地
位
に
重
大
な
影
響
を
受
け
る
利
害
関
係
人
に
対
し
、
そ
の
人
格
や
財
産
の
権
利
喪
失
や
剥
奪
の
危
険
性
を
回
避
す
る
た

め
に
、
審
尋
請
求
権
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
。B

aur

は
、
古
典
的
非
訟
事
件
の
領
域
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
保
障

の
根
拠
を
基
本
法
の
精
神
で
あ
る
「
人
間
の
尊
厳
」
に
基
礎
づ
け
、そ
し
て
、不
公
正
に
対
す
る
防
御
（U

nrechtsabw
ehrtendenz

）

機
能
を
重
視
し
て
い
る(67)

。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
今
日
、
こ
う
し
た
有
力
説
を
支
持
す
る
学
説
の
動
向
に
従
い
、
争
訟
性
の
認
め
ら
れ
な
い
古
典
的
非
訟
事
件
も
ま

た
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
領
域
で
あ
る
こ
と
が
、
判
例
も
含
め
共
通
の
理
解
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
確
立
し
た
の
は
、

基
本
法
が
公
布
さ
れ
二
〇
年
経
過
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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今
日
、
わ
が
国
の
学
説
上
も
、
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
家
事
審
判
手
続
に
お
い
て
、
甲
類
、
乙
類
を
問
わ
ず
、
審
判
手
続
の
過
程
で
、

随
時
、
当
事
者
な
い
し
関
係
人
が
判
断
資
料
に
対
し
て
自
己
の
意
見
を
表
明
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
有

力
な
意
見
も
あ
る(68)

。

　

ま
た
、
審
尋
請
求
権
の
権
利
性
を
否
定
し
て
き
た
わ
が
国
の
実
務
に
お
い
て
も
、
当
事
者
間
に
実
質
的
な
利
害
の
対
立
が
あ
る
事

件
に
つ
い
て
は
、
真
実
の
発
見
及
び
当
事
者
の
権
利
保
障
の
点
か
ら
な
る
べ
く
は
当
事
者
を
審
問
し
、
ま
た
、
第
三
者
の
審
問
に
つ

い
て
も
で
き
れ
ば
当
事
者
に
立
会
い
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
運
用
上
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
が
下
級
審
の
裁
判
例
を
見
て
も
浸

透
し
て
き
た
こ
と
が
伺
え
る(69)

。

　

こ
う
し
た
わ
が
国
の
現
状
を
鑑
み
る
に
、
非
訟
事
件
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
保
障
領
域
に
関
し
て
、
少
な
く
と
も
争
訟
性
が
認

め
ら
れ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、そ
の
射
程
に
含
ま
れ
る
こ
と
で
争
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、
新
法
（
家
事
事
件
手
続
法
）

の
総
則
規
定
に
は
、
こ
う
し
た
現
状
に
呼
応
し
、
相
手
方
の
あ
る
事
件
の
特
則
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し
た
陳
述

聴
取
規
定
（
六
八
条
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
課
題
は
、
争
訟
性
の
認
め
ら
れ
な
い
事
件
の
関
係
人
へ
の
審
尋
請
求
権
保
障

に
つ
い
て
、
そ
の
実
効
性
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
で
あ
る
。

　

第
二
の
問
題
点
は
、
審
尋
請
求
権
の
審
級
保
障
に
関
し
て
で
あ
る
。
抗
告
審
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
固
有
の
保
障
を
認
め
る
か

ど
う
か
で
あ
る
。
因
み
に
、
田
原
意
見
は
、
審
級
毎
の
保
障
を
否
定
し
、
そ
の
保
障
は
、
審
級
全
体
の
中
で
考
慮
さ
れ
れ
ば
よ
い
と

し
て
い
る
。

　

こ
の
見
解
は
、
最
高
裁
判
所
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
七
日
大
法
廷
決
定
が
示
し
た
、「
そ
の
不
服
申
立
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
え

る
と
実
質
上
、
訴
訟
事
件
に
類
す
る
も
の
と
み
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
突
如
と
し
て
純
然
た
る
訴
訟
事
件
に
転
化
す
る

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
不
服
申
立
に
つ
い
て
の
手
続
を
ど
う
す
る
か
は
立
法
政
策
の
問
題
で
、
公
開
・
対
審
の
原
則
を
採
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用
し
な
い
で
も
違
憲
だ
と
は
い
え
な
い
。」
と
の
考
え
方
に
依
拠
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
憲
法
の
保
障
内
容
に
は
、
同
八
一
条
に

関
わ
る
場
合
を
除
き
、
審
級
の
利
益
を
含
ま
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る(70)

。

　

私
見
と
し
て
は
、
次
の
鈴
木
忠
一
元
判
事
の
言
明
を
首
肯
し
、
抗
告
審
に
お
け
る
当
事
者
な
ど
に
も
、
第
一
審
に
お
け
る
と
同
様

に
審
尋
請
求
権
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

抗
告
審
に
於
い
て
、
法
律
の
規
定
を
無
視
し
て
、
当
事
者
に
審
問
の
機
会
を
与
へ
ず
に
不
利
な
裁
判
を
為
し
た
と
き
は
、
法
令

の
違
背
に
な
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
非
訟
法
第
二
五
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
民
訴
法
第
四
一
三
条
に
所
謂
「
決
定
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
明
な
る
法
令
の
違
背
」
に
該
る
か
否
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
、
法
律
に
規
定
が
な
く
と
も
審
問
を

求
め
る
権
利
が
全
く
無
視
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
不
利
を
受
け
た
当
事
者
は
同
条
に
所
謂
「
憲
法
の
違
背
」
を
主

張
し
得
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
憲
法
の
審
問
を
求
め
る
権
利
が
具
体
的
な
法
律
の
規
定
の
保
障
的
役
割
を
果
し
て

ゐ
る
こ
と
を
考
へ
れ
ば
、
審
問
を
求
め
る
権
利
を
全
く
無
視
し
た
場
合
（
例
へ
ば
抗
告
人
の
相
手
方
が
一
審
で
勝
っ
て
ゐ
る
場

合
に
、
抗
告
審
は
何
等
抗
告
人
の
相
手
方
に
審
問
の
機
会
を
与
へ
ず
、
証
拠
の
申
出
も
採
用
し
な
い
で
一
審
の
裁
判
を
変
更
し

た
場
合
、
抗
告
理
由
書
の
提
出
が
予
告
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
、
こ
れ
を
待
た
な
い
で
、
抗
告
人
に
不
利
な
裁
判
を
し
た
場
合
）
又

は
こ
れ
に
近
い
場
合
は
、
民
訴
法
第
四
一
三
条
の
後
段
に
該
当
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
と
思
は
れ
る
（
鈴
木
忠
一
「
非
訟
事

件
に
於
け
る
正
当
な
手
続
の
保
障
」『
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
三
一
二
頁
）。

　

本
件
は
、
抗
告
審
に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
し
、
何
ら
即
時
抗
告
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
措
置
を
採
る
こ
と
な

く
、
審
問
の
機
会
を
奪
い
、
不
利
益
な
結
果
を
被
ら
せ
た
事
例
で
あ
り
、
こ
の
訴
訟
指
揮
は
、
鈴
木
忠
一
元
判
事
が
言
明
す
る
よ
う

に
、
審
問
を
求
め
る
権
利
を
全
く
無
視
し
た
状
況
に
等
し
く
、
同
時
に
、
憲
法
違
反
の
可
能
性
も
払
拭
で
き
な
い
。

　

こ
の
点
、
ド
イ
ツ
で
は
、
学
説
上
、
抗
告
の
申
立
て
に
全
く
理
由
が
な
い
場
合
で
も
、
抗
告
人
の
相
手
方
に
全
く
審
問
の
機
会
を
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与
え
な
い
の
は
合
目
的
的
で
な
い
と
す
る
見
解
が
通
説
的
立
場
で
あ
り
、
判
例
も
ま
た
、
再
抗
告
審
に
お
い
て
、
他
の
理
由
に
よ
っ

て
再
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、抗
告
審
に
お
い
て
相
手
方
に
当
事
者
と
し
て
の
審
問
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、

再
抗
告
審
で
は
治
癒
し
得
な
い
た
め
、
差
戻
し
が
必
定
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る(71)

。
結
論
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
審
級
の

利
益
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
関
係
人
へ
の
審
尋
請
求
権
の
保
障
の
実
効
性
の
観
点
か

ら
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
間
に
は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
既
に
一
で
述
べ
た
と
お
り
、
手
続
保
障
の
憲
法

化
へ
の
拒
絶
感
か
ら
、
憲
法
三
二
条
或
い
は
同
三
一
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
と
し
て
捉
え
き
れ
な
い
わ
が
国
の
実
状
が
原
因
と
し

て
考
え
ら
れ
る(72)

。
更
に
は
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
明
確
な
規
律
を
設
け
て
い
な
い
わ
が
国
の
立
法
状
況
の
中
で
、
そ
の
具
体
的
保

障
が
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
誘
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

谷
口
安
平
教
授
は
、
一
般
条
項
の
導
入
に
よ
っ
て
実
体
法
自
体
が
裁
判
官
の
裁
量
に
依
存
す
る
度
合
い
を
深
め
て
い
る
こ
う
し
た

わ
が
国
の
裁
判
実
務
の
状
況
に
つ
い
て
、「
最
高
裁
の
論
理
で
は
手
続
保
障
を
軽
減
す
る
方
向
に
向
い
こ
そ
す
れ
、
こ
れ
を
重
視
充

実
す
る
こ
と
に
は
な
り
え
な
い
。」
と
指
摘
し
て
い
る(73)

。
さ
ら
に
は
、「
利
害
対
立
の
程
度
、
判
断
資
料
を
当
事
者
側
か
ら
の
提
出
に

頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
度
合
い
、
迅
速
の
要
請
の
程
度
、
裁
量
性
の
程
度
、
公
益
性
の
程
度
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
要
素
と
の
か
ね
合
い

に
お
い
て
当
事
者
の
手
続
保
障
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
違
憲
の
問
題
を
生
じ
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
意
見
を
も
真
摯
に
受
け
と
め
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
実
効
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
立
法
論
と
し

て
、
何
ら
か
の
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る(74)

。

　

そ
の
具
体
的
発
現
と
し
て
、
憲
法
上
の
明
文
規
定
、
或
い
は
実
法
と
有
効
性
の
連
鎖
に
よ
っ
て
同
一
法
体
系
を
形
成
す
る
他
の
法
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規
範
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
次
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
一
九
五
七
年
七
月
二
四
日
の
決
定
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

本
件
は
、
訴
訟
費
用
に
関
す
る
即
時
抗
告
審
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
立
法
状
況
に
お
い
て
、

抗
告
審
に
お
け
る
手
続
関
与
権
を
奪
わ
れ
た
関
係
人
ら
の
救
済
目
的
か
ら
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
違
反
を
理
由
に
、
原
審
の
決
定

を
差
し
戻
し
た
事
例
で
あ
る
。
決
定
当
時
は
、
既
に
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
よ
っ
て
手
続
基
本
権
と
し
て
の
審
尋
請
求
権
が
認

め
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
が
、
非
訟
事
件
手
続
一
般
を
対
象
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
（
一
九
七
〇
年
）
以
前
の
段
階
で
あ
っ
た(75)

。

　

そ
う
し
た
中
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
Z 

P 

O
に
、
訴
訟
費
用
額
に
関
す
る
抗
告
審
の
決
定
に
対
す
る
再
抗
告
が
規
定

さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
抗
告
審
に
お
い
て
不
利
益
変
更
を
受
け
た
当
事
者
の
審
尋
請
求
権
の
保
障
を
目
的
と
し
て
、
基
本
法
一
〇
三

条
一
項
違
反
で
あ
る
と
し
て
原
審
の
決
定
を
差
し
戻
し
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
一
九
五
七
年
七
月
二
四
日
決
定(76)

│

【
事
実
の
概
要
】

憲
法
訴
願
申
立
人
（
刑
事
被
告
人
）
は
、
交
通
違
警
罪
及
び
過
失
傷
害
行
為
に
よ
る
刑
事
被
告
人
と
し
て200D

M

の
罰
金
刑

を
課
さ
れ
た
。
こ
の
刑
事
訴
訟
手
続
の
中
で
、
被
害
者
（
共
同
公
訴
人
）
は
被
告
人
に
対
し
、
附
帯
私
訴
の
申
立
て(77)

（
請
求

金
額744.70D

M

）
を
行
っ
て
い
る
。
参
審
裁
判
所
（Schöffengericht

）
は
、
裁
判
所
事
務
課
の
担
当
書
記
官
に
よ
る
算
定

を
基
礎
に321.01D

M

（
内
訳
二
回
審
理
費
用200D

M

他
）
の
訴
訟
費
用
額
の
決
定
を
行
っ
た
。
被
告
の
弁
護
人
で
あ
る
弁

護
士
は
、
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
異
議
の
申
立
て
（Erinnerung

）
を
行
っ
た
が
、
区
裁
判
所
が
こ
れ
を
却
下
し
た
た
め
、
即

時
抗
告
の
申
立
て
（sofortige B

eschw
erde

）
を
行
い
、478.57D

M
（
内
訳　

参
審
訴
訟
費
用150D

M

、
控
訴
審
の
二
回
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分
の
公
判
期
日
準
備
費
用200D

M

、
附
帯
請
求
費
用100D

M

他
）
の
請
求
を
し
た
が
、
ド
ル
ト
ム
ン
ト
地
方
裁
判
所
は
、

一
九
五
三
年
一
〇
月
二
一
日
、
抗
告
人
の
申
立
て
を
一
部
認
め
、425D

M

（
内
訳　

参
審
訴
訟
費
用150D

M

、
控
訴
審
第
一

回
公
判
期
日
準
備
費
用200D

M

、
第
二
回
公
判
期
日
費
用75D

M

）
の
訴
訟
費
用
額
の
決
定
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
抗
告
審

の
訴
訟
費
用
の
う
ち
2/5
を
附
帯
請
求
申
立
人
、
3/5
に
つ
い
て
は
被
告
人
の
負
担
と
し
た
。
こ
の
決
定
書
は
、
抗
告
申
立
人
で
あ

る
弁
護
士
に
同
年
一
〇
月
二
六
日
に
送
達
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
事
被
告
人
に
は
、
い
ず
れ
の
手
続
に
も
、
聴
聞
の
機
会

を
付
与
さ
れ
ず
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、A

rt. 103 A
bs. 1 G

G

違
反
を
理
由
に
、
時
機
を
得
た
憲
法

訴
願
（Verfassungsbeschw

erde

）
の
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。

【
判
旨
】

　

ド
ル
ト
ム
ン
ト
地
方
裁
判
所
の
決
定
（
一
九
五
三
年
一
〇
月
二
四
日
決
定
）
は
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
違
反
し
、
こ
れ
を

取
り
消
す
。
ド
ル
ト
ム
ン
ト
地
方
裁
判
所
の
即
時
抗
告
に
対
す
る
本
決
定
を
差
し
戻
す
。

【
分
析
】

　

Z 

P 

O
五
六
八
条
三
項
（
現
行
五
七
四
条
）
は
、
訴
訟
費
用
に
関
す
る
地
方
裁
判
所
の
決
定
に
対
す
る
再
抗
告
を
認
め
て
い
な

い(78)

。
従
っ
て
、
本
来
は
、
即
時
抗
告
審
に
お
け
る
審
理
が
終
審
決
定
と
な
る
。
本
件
は
、
終
審
で
あ
る
抗
告
審
に
お
い
て
、
申
立
て

の
通
知
を
受
け
ず
、
自
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
機
会
が
奪
わ
れ
、
し
か
も
、
不
利
益
変
更
を
受
け
た
相
手
方
に
お
け
る
審
尋
請
求
権

の
回
復
を
目
的
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
違
反
を
理
由
に
差
し
戻
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
決
定
理
由
の
中
で
、
Z 

P 

O
に
は
、StPO

四
六
四
条
二
項
二
号
（
現
行
法StPO

四
六
四
a
条
二
項(79)

）
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の
よ
う
に
、
抗
告
審
の
相
手
方
へ
の
聴
聞
を
保
障
す
るA

nhörung

規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
が
、
Z 

P 

O
五
七
三
条
一
項
（
現
行

五
七
二
条
四
項
）
に
よ
れ
ば
、
抗
告
に
関
す
る
裁
判
は
、
口
頭
弁
論
を
経
ず
に
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
加
え
て
、同
条
二
項
（
現

行
五
七
二
条
三
項
）
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
の
義
務
的
裁
量
に
よ
り
、
書
面
に
よ
る
解
明
を
目
的
と
し
た
必
要
な
命
令
を
行
使
し
得

る
結
果
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
根
拠
に
、
相
手
方
に
対
す
る
十
分
な
聴
聞
の
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、StPO

三
〇
八
条(80)

と
比
較
し
て
も
、
制
限
的
で
は
あ
る
が
、
Z 

P 

O
九
一
a
条
二
項
（
本
案
の
終
結
）、
九
九
条
二
項
（
費
用
決
定
の
取

消
）
の
例
外
を
除
き
、
抗
告
手
続
に
お
け
る
相
手
方
へ
の
審
問
行
為
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
審
問
行
為
は
、

直
接
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
総
じ
て
、
抗
告
手
続
に
お
け
る
関
係
人
に

お
い
て
もrechtliches G

ehör
の
保
障
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
決
定
は
、
抗
告
手
続
に
お
い
て
も
、

rechtliches G
ehör

の
原
則
が
有
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
前
決
定
の
立
場
（B

VerfG
E6, 12

）
を
固
守
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

注
釈
書
に
よ
っ
て
も
、
現
行
Z 

P 
O
五
七
二
条
四
項
は
、
Z 

P 

O
九
一
a
条
二
項
、
九
九
条
二
項
と
同
様
に
、rechtliches 

G
ehör

が
具
体
化
さ
れ
た
規
定
と
さ
れ
て
お
り
、
抗
告
の
相
手
方
へ
の
申
立
書
、
理
由
書
及
び
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
説
明
書
面

（
Z 

P 

O
五
七
一
条
四
項
二
文
）
の
送
付
を
裁
判
所
に
義
務
づ
け
て
い
る(81)

。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
趣
旨
に
則
し
、
も
し
、
抗
告
の
相
手
方
ら
に
事
件
の
係
属
が
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
決
定
は
不
意

打
ち
を
意
味
し
、
法
治
国
家
原
理
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
る
と
判
示
し
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
例
外
的
に
、
抗
告
の
申
立
て
が
棄
却
或
い
は
却
下
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
義
務
は
必
要
的
で
は
な
い
こ
と
も
付
言

し
て
い
る
。

　

因
み
に
、
わ
が
国
で
、
平
成
二
三
年
五
月
二
五
日
に
公
布
さ
れ
た
家
事
事
件
手
続
法
に
は
、
抗
告
手
続
に
関
し
て
、
相
手
方
へ
の

抗
告
申
立
書
の
送
付
の
規
定
（
八
八
条
）
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
を
よ
く
見
る
と
、
申
立
て
が
不
適
法
、
又
は
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理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
を
除
き
、
抗
告
状
の
写
し
を
原
審
に
お
け
る
当
事
者
及
び
利
害
関
係
参
加
人
（
抗
告
人
を
除

く
）
に
送
付
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
の
内
容
は
、
達
邦
憲
法
裁
判
所
が
付
言
し
た
送
付
義
務
の
例
外
的
事
由
に
他
な
ら

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
外
事
由
を
置
く
こ
と
は
、
手
続
面
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
を
基
調
と
す
る
基
本
法
一
〇
三
条
一
項

の
趣
旨
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
抗
告
の
理
由
な
き
場
合
に
相
手
方
へ
の
審
問
機
会
を
与
え
な
い
の
は
合
目
的
的
で
な
い
と
す
る

今
日
の
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
の
立
場
と
対
峙
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
八
の
中
で
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
本
決
定
に
含
意
さ
れ
る
重
要
な
意
義
と
し
て
、
原
決
定
が
抗
告
の
相
手
方
に
と
っ
て
不
利
益
に
変
更
さ
れ
る
場
合
、
す
な

わ
ち
、
相
手
方
の
利
益
侵
害
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
申
立
人
か
ら
の
新
た
な
申
立
が
相
手
方
へ
の
不
意
打
ち
を
予
想
さ
れ
る
場
合
に

は
、
民
事
訴
訟
法
に
明
文
の
規
定
が
な
く
と
も
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
を
直
接
の
規
準
と
し
て
、
抗
告
申
立
書
等
の
書
面
の
通
知

（m
itteilung

）
等
の
行
為
が
常
に
義
務
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
法
の
欠

缺
の
補
充
的
操
作
と
し
て
、憲
法
の
規
定
、或
い
は
こ
れ
に
代
わ
る
明
確
な
法
規
範
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
法
の
欠
缺
の
際
の
補
充
の
規
準
に
つ
い
て
は
、
定
式
化
さ
れ
た
も
の
が
な
い
が
、
実
定
法
規
準
の
他
に
も
、
法
の
一

般
原
則
、
社
会
通
念
、
倫
理
的
原
理
、
正
義
、
衡
平
、
自
然
法
等
々
の
超
実
定
法
規
準
へ
の
十
分
な
配
慮
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る(82)

。

　

Lent

が
強
調
し
た
、「
一
般
法
原
則
」
も
ま
た
、
そ
う
し
た
法
規
範
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。

　

で
は
、
わ
が
国
の
こ
う
し
た
補
充
規
準
を
め
ぐ
る
立
法
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
審
尋
請
求
権
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
学
説
上
、
憲
法
三
二
条
を
根

拠
に
、
手
続
基
本
権
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、実
務
上
も
、
前
記
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
決
定
が
示
す
よ
う
に
、

憲
法
三
二
条
等
を
根
拠
に
確
固
た
る
規
範
性
（
権
利
性
）
を
認
め
て
い
な
い
。

　

那
須
意
見
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、審
尋
請
求
権
を
憲
法
三
二
条
の
固
有
の
保
障
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、す
な
わ
ち
、
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手
続
基
本
権
と
し
て
の
規
範
性
が
認
め
ら
れ
、
明
確
な
解
釈
規
準
と
し
て
十
分
に
機
能
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
方
の
反
論
の
機
会

を
奪
う
結
果
と
な
っ
た
原
審
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
職
権
で
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
三
三
六
条
三
項
、
三
二
五
条
一
項
）。

　

と
こ
ろ
で
、
前
記
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
決
定
の
後
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
、
平
成
二
一
年
一
二
月
一
日
、
遺
産
分
割
審
判
等

に
対
す
る
抗
告
審
（
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
〇
年
ラ
第
一
三
六
八
号
）
に
お
い
て
、
即
時
抗
告
の
相
手
方
（
特
別
抗
告
申
立
人
）

に
対
し
抗
告
状
の
副
本
の
送
達
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
せ
ず
に
原
々
審
（
さ
い
た
ま
家
裁
平
成
一
七
年
（家）
第
三
〇
一
一
五
号
等
）

の
審
判
を
不
利
益
に
変
更
し
た
こ
と
が
、
憲
法
三
二
条
等
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
特
別
抗
告
の
申
立
て
（
平
成
二
一
年

ク
第
四
七
〇
号
）
を
棄
却
し
て
い
る(83)

。
第
三
小
法
廷
は
、
抗
告
状
の
副
本
の
送
達
を
せ
ず
、
攻
撃
防
御
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な

く
不
利
益
な
判
断
を
し
た
と
の
抗
告
申
立
人
の
主
張
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
単
な
る
法
令
違
反
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

民
訴
法
三
三
六
条
一
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
な
い
と
判
示
し
て
棄
却
し
、
審
尋
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
決
定
と
同
様
に
、
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
那
須
裁
判
官
は
、
本
決
定
に
お
い
て
も
、
原
審

の
手
続
の
法
令
違
反
行
為
の
重
大
性
を
鑑
み
る
と
、
相
手
方
が
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
た
こ
と
や
、
抗
告
状
に

記
載
さ
れ
た
抗
告
理
由
が
抽
象
的
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
ど
、
多
数
意
見
の
指
摘
す
る
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
憲
法
三
二
条
違
反
の
疑

念
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
平
成
二
二
年
八
月
四
日
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
、
人
身
保
護
請
求
棄
却
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
（
平
成
二
二
年

ク
第
三
七
六
号
）
に
お
い
て
、
当
事
者
の
主
張
を
十
分
に
聴
い
て
も
ら
っ
た
う
え
で
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
憲
法
三
二
条
の
保
障

内
容
に
含
意
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
す
こ
と
な
く
、
単
な
る
法
令
違
反
（
人
身
保
護
法
一
一
条
一
項
）
を
主
張
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
抗
告
を
棄
却
し
て
い
る(84)

。

　

さ
ら
に
、
平
成
二
三
年
四
月
一
三
日
、
最
高
裁
第
二
小
法
廷
は
、
文
書
提
出
命
令
に
対
す
る
抗
告
審
の
取
消
決
定
に
対
す
る
特
別
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抗
告
事
件
（
平
成
二
二
年
ク
第
一
〇
八
八
号
）
に
お
い
て
、
抗
告
審
（
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
二
年
ラ
第
一
六
八
七
号
）
が
即
時

抗
告
申
立
書
の
写
し
を
相
手
方
（
特
別
抗
告
申
立
人
）
に
送
付
す
る
な
ど
し
て
抗
告
人
に
攻
撃
防
御
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
の
な
い

ま
ま
、
原
々
決
定
を
取
り
消
し
、
文
書
提
出
命
令
の
申
立
て
を
却
下
す
る
と
い
う
抗
告
人
に
不
利
益
な
判
断
を
し
た
こ
と
は
、
明
ら

か
に
民
事
訴
訟
に
お
け
る
手
続
的
正
義
の
要
求
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
審
理
手
続
に
は
、
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た

違
法
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、原
決
定
を
破
棄
し
、本
件
を
原
審
に
差
戻
し
て
い
る(85)

。
そ
の
審
理
の
過
程
に
お
い
て
、

審
尋
請
求
権
に
つ
い
て
は
触
れ
ず
、
そ
の
根
源
に
あ
る
手
続
的
正
義
（
公
正
原
理
）
を
規
準
に
、
抗
告
審
に
お
け
る
判
断
の
違
法
性

を
認
め
て
い
る
。

　

加
え
て
、
手
続
的
正
義
と
の
関
係
で
は
、
平
成
二
三
年
七
月
二
七
日
、
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
、
審
判
期
日
を
指
定
し
な
い
こ
と

に
対
す
る
抗
告
却
下
決
定
（
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
二
年
ラ
第
二
二
八
八
号
）
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
（
平
成
二
三
年
ク
第

五
三
一
号
）
に
お
い
て
、
申
立
て
の
趣
旨
に
乙
類
事
項
が
含
ま
れ
、
し
か
も
、
そ
の
事
項
の
申
立
て
に
期
間
制
限
が
あ
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
申
立
人
の
権
利
保
護
に
配
慮
し
て
、
審
判
へ
の
移
行
を
求
め
る
意
思
の
有
無
の
確
認
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る(86)

。

　

こ
う
し
た
最
高
裁
の
状
況
を
見
る
限
り
、
憲
法
の
規
定
を
根
拠
に
、
解
釈
上
、
審
尋
請
求
権
の
規
範
性
（
権
利
性
）
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

や
は
り
、
非
訟
事
件
手
続
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
の
具
体
的
発
現
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
明
文
の
規
定
が
置
か
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
次
の
七
3
で
述
べ
る
下
級
審
の
決
定
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
未
完
）
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., vor §128 B

Ⅱ, R
dnr. 136.

29　

Peter Lerche, a. a. O
., S. 31.

30　

K
・
ラ
ー
レ
ン
ツ
『﹇
第
六
版
﹈
法
学
方
法
論
』
米
山
隆
訳
（
青
山
社
、
一
九
九
八
年
）
七
三
六
、
七
三
七
頁
。

31　

M
eyer-Seitz/Frantzioch/Ziegler, D

ie FG
G

-R
eform

: D
as neue Verfahrensrecht, B

undesanzeiger Verlag, 2009, S. 13, 

萩
原
佐
織「

ド
イ
ツ

家
事
非
訟
事
件
手
続
法
（Fam

 FG

）
の
研
究
⑴―

家
事
・
非
訟
紛
争
処
理
に
関
わ
る
手
続
法
の
統
一
的
創
設―

｣

摂
南
法
学
第
三
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）

七
三
頁
以
下
参
照
。

32　

飯
倉
一
郎
「
西
ド
イ
ツ
の
非
訟
事
件
手
続
法
の
改
正
草
案
に
つ
い
て
」
國
學
院
法
学
第
一
三
巻
四
号
（
一
九
七
六
年
）
四
七
頁
。

33　

B
U

N
D

ESA
N

ZEIG
ER

 Verlagsges. m
bH

., K
öln, 1977.

34　

飯
倉
、
前
掲
注
32
四
八
頁
。

35　

飯
倉
、
前
掲
注
32
四
九
頁
。
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36　
G

esetz zur R
eform

 des R
echts der Vorm

undschaft und Pflegschaft für Volljahrige （
＝B

tG

） vom
 12. 9. 1990 （B

G
B

l. 1990 

ⅠS. 2002

）.
37　

M
eyer-Seitz/K

röger/H
eiter, A

uf dem
 W

eg zu einem
 m

odernen Fam
ilienverfahrensrecht― die fam

ilienverfahrensrechtlichen R
egelungen 

im
 Entw

urf eines Fam
FG

, Fam
R

Z 2005, S. 1430ff.

38　

R
einhard B

ork, D
ie Erneuerung der Freiw

illigen G
erichtsbarkeit aus deutscher Sicht, ZZP117, 2004, S. 399ff.

39　

連
邦
司
法
省
は
、
改
正
計
画
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
真
正
争
訟
事
件
の
除
外
及
び
Z 

P 

O
の
上
訴
改
革
の
範
囲
内
（
抗
告
手
続
）
で
の
非
訟
事
件
手

続
の
改
革
と
す
る
案
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、SPD

-Fraktion

の
代
表
で
あ
るStünker

が
、
非
訟
事
件
手
続
法
に
お
け
る
広
範
囲
な
改
革
が
必
須
で
あ

る
と
異
議
を
唱
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
方
向
性
は
定
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。V

gl. Stünker, Schw
erpunkte der rechtspolitischen Vorhaben in 

der 15. Legislaturperiode, ZR
P 2003, S. 17.

40　

W
EG

-reform

は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一
日
に
、W

ohnungseigentum
sgesetzes

と
し
て
施
行
さ
れ
、
貫
徹
さ
れ
た
。
参
照
ウ
ェ
ル
ナ
ー
・
メ
ル
レ
、

『
住
居
所
有
権
法
の
改
正
に
つ
い
て
』
藤
井
俊
二
和
訳
、
創
価
法
学
三
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
頁
。

41　

裁
判
所
構
成
法
（
G 

V 

G
）
上
、
後
見
裁
判
所
の
管
轄
事
項
は
、
家
庭
裁
判
所
（Fam

iliengericht

）
と
世
話
裁
判
所
（B

etreuungsgericht

）
と
に

引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

42　

Fam
FG

三
四
条 

関
係
人
本
人
の
審
問

　
　
（
訳
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
2
回
会
議
参
考
資
料
7
に
よ
る
）

　
　

⑴
裁
判
所
は
、
次
の
場
合
に
お
い
て
は
、
関
係
人
本
人
を
審
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

一
関
係
人
の
法
的
審
尋
請
求
権
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合

　
　
　

二
こ
の
法
律
又
は
他
の
法
律
に
定
め
が
あ
る
場
合

　
　

⑵ 

関
係
人
本
人
の
審
問
は
、
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
者
の
健
康
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
又
は
関
係
人
が
そ
の
意
思
を
明
ら
か
に
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す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

⑶ 
関
係
人
が
指
定
さ
れ
た
審
問
の
期
日
に
正
当
な
理
由
な
く
出
頭
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
本
人
の
審
問
を
し
な
い
で
手
続
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
関
係
人
に
は
、
不
出
頭
の
効
果
に
つ
い
て
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

43　

Fam
 FG

の
職
権
探
知
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
、
髙
田
昌
宏｢

非
訟
手
続
に
お
け
る
職
権
探
知
の
審
理
構
造―

新
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
事
件
手

続
法
の
制
定
を
契
機
と
し
て―

｣

法
曹
時
報
六
三
巻
一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
頁
以
下
参
照
。

44　

M
eyer-Seitz/Frantzioch/Ziegler, a. a. O

., S. 95, 96.

45　

z. B
. Fam

fG

一
六
〇
条
、
一
九
二
条
一
項
、
二
項
、
二
七
八
条
、
二
七
九
条
、
三
一
九
条
、
三
二
〇
条
、
四
二
〇
条
、Lw

V
G

一
四
条
二
項
一

号
、PStG

四
八
条
二
項
、B

eurkG
四
六
条
三
項
一
号
、VerschG

二
二
条
、
三
一
条
二
項
、
三
三
a
条
三
項
一
号
、
B 

G 

B
一
八
二
六
条
、
一
八
三
六

条
三
項
、
一
九
九
六
条
三
項
、
二
二
〇
〇
条
二
項
、
二
三
六
〇
条
一
項
、
二
項
、
二
三
六
八
条
二
項
（V

gl. B
um

illler/H
arders, Fam

FG
 freiw

illige 

G
erichtsbarkeit K

urz-K
om

m
entar, 9. A

ufl., 2009, §34, R
dnr. 2 (S. 139)

）.

46　

こ
れ
ら
は
、§68 A

bs. 2 FG
G

と
同
様
の
趣
旨
と
解
さ
れ
て
い
る
。
医
師
の
意
見
書
や
、
裁
判
所
の
直
接
的
な
面
談
を
通
じ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

47　

鈴
木
忠
一
『
非
訟
・
家
事
事
件
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
二
五
九
頁
以
下
。

48　

大
法
廷
判
昭
和
三
七
・
一
一
・
二
八
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
九
三
頁
。

49　

大
法
廷
決
昭
和
四
一
・
一
二
・
二
七
民
集
二
〇
巻
一
〇
号
二
二
八
二
頁
。

50　

本
間
靖
規
教
授
は
、
審
問
請
求
権
（
鈴
木
の
言
葉
遣
い
）
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
手
続
保
障
を
盛
り
込
む
か
は
、
裁
判
所
の
裁
量
と
す
る
鈴

木
（
忠
）
説
に
は
、
当
事
者
の
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
は
限
界
も
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
指
摘
す
る
（「
家
事
審
判
と
手
続
保
障
」
吉
村
徳
重
先

生
古
稀
記
念
論
文
集
『
弁
論
と
証
拠
調
べ
の
理
論
と
実
践
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
一
三
頁
）。
吉
村
徳
重
教
授
は
、
借
地
法
の
改
正
（
昭
和
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四
一
年
六
月
三
〇
日
公
布
）
に
伴
う
同
法
一
四
条
の
二
以
下
の
借
地
非
訟
手
続
を
テ
ー
マ
に
、
当
事
者
権
の
保
障
に
つ
い
て
、
非
訟
事
件
に
お
け
る
関
係

人
に
お
い
て
も
、
当
事
者
権
の
保
障
は
実
質
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
非
訟
手
続
が
職
権
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
弁
論

権
や
立
会
権
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
裁
判
官
の
裁
量
事
由
と
す
る
立
法
措
置
の
不
徹
底
を
指
摘
し
て
い
る
（
吉
村
徳
重
「
民
事
事
件
の
非

訟
化
傾
向
と
当
事
者
権
の
保
障
」
日
弁
連
特
別
研
修
叢
書
昭
和
四
一
年
（
下
）
一
三
五
頁
以
下
、
一
四
八
頁
、
一
四
九
頁
参
照
）。

51　

中
野
・
前
掲
注
⑾
五
頁
以
下
参
照
。

52　

B
VerfG

E 26, 66; 46, 202; 57, 250; 46, 325; 52, 131; 49, 220; 51, 150.

53　

中
野
教
授
は
、「
公
正
手
続
請
求
権
」
を
一
般
的
手
続
原
則
（
一
般
的
な
法
的
保
護
基
本
権
）
と
唱
え
るVollkom

m
er

説
、
審
尋
請
求
権
の
展
開
と
み

るLeipold

説
以
外
に
も
、
一
般
的
手
続
原
則
と
み
ず
、
他
の
手
続
基
本
権
か
ら
生
じ
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
で
な
い
よ
う
な
保
障
だ
け
を
求
め
る
権
利
と

捉
え
、
そ
の
性
格
上
、「
拾
遺
基
本
権
（A

uffanggrundrecht

）」
と
唱
え
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
＝
ゴ
ッ
ト
ヴ
ァ
ル
ト
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

54　

中
野
貞
一
郎
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
（
＝
非
刑
罰
領
域
に
お
け
る
憲
法
上
の
）
基
本
的
手
続
原
則
を
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
者
の
側
か
ら

主
体
的
に
表
現
し
て
、「
手
続
基
本
権
」
と
よ
ば
れ
、
そ
の
具
体
化
と
し
て
、
審
尋
請
求
権
、
手
続
上
の
平
等
権
、
適
時
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
対
審
・

判
決
の
公
開
を
求
め
る
権
利
、
公
正
な
手
続
を
求
め
る
権
利
の
五
つ
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（
福
永
有
利
、「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
憲
法
的
保
障
」
伊
藤

眞
・
山
本
和
彦
編
『
民
事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）
八
頁
以
下
）。

55　

賀
集
唱
・
松
本
博
之
・
加
藤
新
太
郎
編
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
2
』§149

、
七
六
頁
以
下
﹇
山
本
克
己
﹈。

56　

鈴
木
正
裕
「
新
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
裁
判
所
と
当
事
者
」『
講
座
新
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
三
五
頁
以
下
、
同
脚
注
⑸
参
照
。

57　

本
件
評
釈
と
し
て
、
本
間
靖
規
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
〇
〇
九
（
上
）
一
二
六
頁
以
下
、
山
田
文
・
速
報
判
例
解
説vol. 3

一
五
三
頁
以
下
、
垣

内
秀
介
・
平
成
二
〇
年
重
要
判
例
解
説
一
五
五
頁
以
下
を
参
照
。

58　

裁
判
所
時
報
第
一
四
五
九
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
〇
一
一
号
一
一
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
七
三
号
一
二
五
頁
、
家
庭
裁
判
月
報
六
〇
巻
八
号
五
一
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頁
。

59　

本
間
教
授
は
、
本
決
定
が
引
用
す
る
「
純
然
た
る
訴
訟
事
件
」
を
憲
法
三
二
条
及
び
八
一
条
の
一
体
の
保
障
規
準
と
し
て
採
用
し
た
判
例
（
金
銭
債
務

臨
時
調
停
法
七
条
一
項
、
八
条
に
基
づ
き
、
裁
判
所
が
職
権
で
調
停
に
付
し
、
こ
れ
が
不
調
と
な
っ
た
た
め
、
調
停
に
代
わ
る
決
定
を
行
っ
た
こ
と
に
対

し
違
憲
と
し
た
昭
和
三
五
年
七
月
六
日
大
法
廷
決
定
民
集
一
四
巻
九
号
一
六
五
七
頁
、
公
開
に
よ
る
対
審
判
決
の
保
障
が
な
い
婚
姻
費
用
の
分
担
に
関
す

る
処
分
の
審
判
の
合
憲
性
を
認
め
た
昭
和
四
〇
年
六
月
三
〇
日
大
法
廷
決
定
民
集
一
九
巻
四
号
一
一
一
四
頁
）
と
本
件
事
案
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
直

接
こ
れ
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
は
い
な
い
と
の
理
解
（
那
須
反
対
意
見
）
も
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
（
本
間
・

前
掲
注
57
一
二
八
頁
）。

60　

本
間
・
前
掲
注
57
一
二
九
頁
。

61　

山
田
文
教
授
は
、
本
決
定
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
抗
告
審
手
続
に
お
け
る
不
利
益
変
更
を
受
け
る
当
事
者
な
い
し
関
係
人
の
手
続
関
与
・
弁
論
の
機

会
を
保
障
す
る
べ
き
と
の
解
釈
を
初
め
て
示
し
た
の
で
あ
り
、
職
権
探
知
主
義
の
も
と
で
裁
判
所
の
裁
量
的
判
断
を
予
定
す
る
手
続
で
あ
っ
て
も
、
少
な

く
と
も
法
律
上
、
手
続
関
与
・
弁
論
の
機
会
の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
で
、
画
期
的
な
判
断
と
評
価
し
て
い
る
（
山
田
、
前
掲
注
57

一
五
五
頁
参
照
）。

62　

井
上
哲
男
「
乙
類
審
判
事
件
に
お
け
る
職
権
探
知
と
適
正
手
続
の
具
体
的
運
用
」『
講
座
・
実
務
家
事
審
判
法
1
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）

一
二
七
頁
以
下
（
一
二
九
頁
）。
な
お
、
大
審
院
の
裁
判
例
と
し
て
、
大
決
大
正
五
年
六
月
二
二
日
民
録
二
二
輯
一
二
五
五
頁
、
大
決
昭
和
三
年
五
月

一
四
日
民
集
七
巻
三
五
七
頁
等
が
あ
る
。
最
高
裁
と
な
っ
て
か
ら
も
、
最
判
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
一
日
民
集
八
巻
一
二
号
二
二
二
二
頁
、
下
級
審
判
例

と
し
て
、
名
古
屋
高
決
昭
和
四
八
年
五
月
四
日
家
月
二
五
巻
一
一
号
九
二
頁
、
高
松
高
決
昭
和
五
〇
年
六
月
六
日
家
月
二
九
巻
八
号
四
八
頁
、
福
岡
地
判

昭
和
五
八
年
一
二
月
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
一
号
一
九
〇
頁
が
あ
る
。

63　

宍
戸
常
寿
、「
非
訟
事
件
に
お
け
る
審
尋
請
求
権
と
憲
法
32
条
」『
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
八
（
憲
法
9
）』（
法
学
教
室N

o. 342

）
一
一
頁
。
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64　
H

elm
ut K

eidel, D
er G

rundsatz des rechtlichen G
ehörs im

 Verfahren der Freiw
illigen G

erichtsbarkeit, D
iss., köln, 1964, S. 50― 73, 236―

240.
65　

Löw
e, D

as rechtliche G
ehor, D

iss., H
am

burg 1957. Löw
e

は
，
法
律
上
の
審
問
の
原
則
を
争
訟
の
成
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

66　

H
elm

ut K
eidel, a. a. O

., S. 30f.

67　

Fritz B
aur, D

er A
nspruch auf rechtliches G

ehör, A
C

P 1954, S. 407. 

鈴
木
元
判
事
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
の
名
宛
人
を
裁
判
所
と
解
し
、

同
規
定
は
裁
判
所
対
当
事
者
の
関
係
に
於
い
て
基
本
的
に
人
間
の
尊
厳
を
遵
守
す
べ
き
方
式
を
規
定
し
た
も
の
と
捉
え
、B

aur

の
主
張
す
る
不
正
防
止

機
能
を
否
定
し
て
い
る
（
鈴
木
（
忠
）・
前
掲
注
47
三
〇
二
頁
）。

68　

本
間
・
前
掲
注
57
一
二
〇
頁
。

69　
『
家
庭
裁
判
所
三
十
年
の
概
観
』（
法
曹
会
、
一
九
八
〇
年
）
一
四
四
頁
。

70　

大
法
廷
判
昭
和
二
三
・
三
・
一
〇
刑
集
二
巻
三
号
一
七
五
頁
。

71　

鈴
木
（
忠
）・
前
掲
注
47
三
一
〇
頁
、Jansen, FG

G
 G

roßK
om

m
entar, 3. A

ufl., 2006, §12, R
dnr. 116 (S. 330f), K

eidel, FG
G

 K
om

m
entar, 

15. A
ufl., 2003, §12, R

dnr. 164― 167 (S. 378― 380), Fam
FG

 K
om

m
entar, 16. A

ufl., 2009, §68, R
dnr. 54 (S. 694).

72　

本
間
教
授
は
、
こ
う
し
た
原
因
に
、
簡
易
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
裁
判
が
要
請
さ
れ
る
非
訟
手
続
に
お
い
て
、
憲
法
規
定
を
直
接
持
ち
込
み
、
当
事
者
の

手
続
保
障
（
弁
論
権
、
立
会
権
、
記
録
閲
覧
権
な
ど
）
を
要
求
す
る
と
手
続
が
と
た
ん
に
重
い
も
の
に
な
り
、
こ
う
し
た
要
請
に
悖
る
虞
が
生
じ
、
さ
ら

に
は
、
手
続
保
障
侵
害
が
憲
法
違
反
に
な
り
特
別
抗
告
の
理
由
と
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
を
指
摘
し
て
い
る
（
本
間
・
前
掲
注
57
一
二
九
頁
）。

73　

谷
口
安
平
「
手
続
的
正
義
」『
岩
波
講
座
基
本
法
学
8―

紛
争
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
三
五
頁
以
下
。

74　

本
間
・
前
掲
注
57
一
二
九
頁
。

75　

K
laus Schleicher, R

echtliches G
ehör und (personlich-) m

ündliche A
nhörung, §3, S. 38ff, Johannes B

ärm
ann, Freiw

illige 
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論　　説
G

erichtsbarkeit und N
otarrecht, §17

Ⅲ, S. 122.
76　

B
VerfG

E7, 95, B
eschluß des Ersten Senats vom

 24. Juli 1957.
77　

ド
イ
ツ
の
附
帯
私
訴
と
弁
護
人
報
酬
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
松
川
実
「
ド
イ
ツ
附
帯
私
訴
手
続
の
現
在―

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
お
よ
び
最
近
の
裁
判
例

―

」
青
山
法
学
論
集
第
四
八
巻
第
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

78　

B
G

H
 B

B
 04, 1078, Thom

as/Putzo ZPO
 K

om
m

entar 32. A
ufl., 2011, §574, R

dnr. 7 (S. 804).

79　

StPO

四
六
四
a
条
（
仮
訳
）

　
　

⑵
次
の
必
要
的
費
用
に
関
し
て
、
関
係
人
を
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

1　

指
定
期
日
に
お
け
る
欠
席
の
際
の
費
用
及
び
証
人
費
用

　
　
　

2　

ZPO
§91 A

bs. 2

に
基
づ
き
支
払
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
代
理
人
弁
護
士
の
報
酬
及
び
立
替
金
費
用

80　

StPO

三
〇
八
条
（
仮
訳
）

　
　

⑴ 

抗
告
裁
判
所
は
、
相
手
方
に
反
対
陳
述
の
機
会
を
与
え
な
い
限
り
、
相
手
方
に
不
利
益
な
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、§33 A

bs. 4 

Satz 1

の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　
　

⑵
抗
告
裁
判
所
は
、
調
査
を
命
令
し
、
又
は
自
ら
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

81　

Thom
as/Putzo ZPO

 K
om

m
entar 32. A

ufl., 2011, §573, R
dnr. 26 (S. 802).

82　

田
中
・
前
掲
注
⑶
二
四
七
頁
。

83　

家
庭
裁
判
月
報
六
二
巻
三
号
五
一
頁
。

84　

裁
判
所
時
報
第
一
五
一
三
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
〇
九
二
号
九
六
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
三
二
号
五
五
頁
、
家
庭
裁
判
月
報
六
三
巻
一
号
九
七
頁
。

本
件
評
釈
と
し
て
、
松
本
博
之
・
民
商
法
雑
誌
一
四
三
巻
六
号
、
七
二
五
頁
。
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85　

裁
判
所
時
報
第
一
五
三
〇
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
一
一
九
号
三
二
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
二
号
一
五
五
頁
。

86　

裁
判
所
時
報
第
一
五
三
七
号
一
頁
、
判
例
時
報
二
一
三
〇
号
三
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
七
号
八
五
頁
。


